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むつ市議会第２４７回定例会会議録 第５号

令和３年３月９日（火曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）２番 工 藤 祥 子 議員

（２）19番 佐々木 隆 徳 議員

（３）４番 東 健 而 議員

（４）６番 佐 賀 英 生 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（大瀧次男） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（大瀧次男） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（大瀧次男） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（大瀧次男） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、工藤祥子議員、佐々木隆徳議員、東健

而議員、佐賀英生議員の一般質問を行います。

◎工藤祥子議員

〇議長（大瀧次男） まず、工藤祥子議員の登壇を

求めます。２番工藤祥子議員。

（２番 工藤祥子議員登壇）

〇２番（工藤祥子） おはようございます。日本共

産党の工藤祥子です。むつ市議会第247回定例会

に当たり、一般質問を行います。

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所

の事故から明後日で10年を迎えます。事故を起こ

した原発は、いつ廃炉作業が終わるのか、いまだ

にめどが立たず、高レベル放射性廃棄物の処分さ

えもままならない状況です。昨年末時点で県外に

避難した福島県の被災者は３万人近くもおり、道

。 、半ばです 日本原子力文化財団の世論調査でさえ

廃止を望む声は６割、世論の多数は原発への依存

ではなく、再生可能エネルギーを増やす方向へと

向かっています。

また、今年１月22日に核兵器禁止条約が発効さ

れ、核兵器が歴史上初めて違法化されました。こ

の条約へ日本政府が署名、批准すべきという世論

調査は72％です。これらを見ても、政府と世論の

乖離は明らかです。このような政治が問われてい

るのではないでしょうか。

さて、新型コロナウイルス感染症の猛威に今日

も多くの人々が経済的、身体的、精神的に追い詰

。 、められている状況が続いています 憲法第25条は

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を有する」とした上で 「国は、すべ、

ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな

い」としています。1990年代から全国の保健所が

半分に減らされ、今日弱められた医療体制の逼迫

も続いています。そして、社会保障の削減と、過

去40年前から続く利潤と効率優先の新自由主義政

策の継続でいいのか、コロナ禍の中で問われてき

ています。

暮らしが追い詰められている今日、住民の福祉

の増進を掲げる身近な市町村の役割がより一層求

められています。このような立場で一般質問を行

います。

第１の質問は、水道事業についてです。現在の

むつ市水道料金の標準基準は10立方メートルに設

定され、使用量が増えると従量料金が加算されま

す。2017年の９月定例会で質問し、使用料１世帯

５立方メートル以下の世帯が22.5％もいる。基本

料金の２段構え、３段構えにすることを考えてほ

しいとの私の質問に水道料金等審議会、今は水道



- 133 -

審議会と言うのだそうですが、その審議会の中で

も同種の要望が出ており、2019年以降に料金の検

証を行い、必要に応じて見直すという答弁をいた

だいています。どのように進んでいるのかお聞き

いたします。

第２は、乳幼児等医療費給付事業、小中学生の

通院費も無料とすべきという質問です。この助成

は、青森県内でも進み、2020年度末時点で入院、

通院ともに小中学生まで無料化の未実施、実施し

ていない自治体は４自治体、むつ市もその中の一

。 、 、つに入っています むつ市は 入院は無料ですが

通院は有料です。言うまでもなく、入院より通院

する子供の数は圧倒的に多数です。

五所川原市が昨年８月、鶴田町が10月に実施、

黒石市も来月４月からの実施を決め、むつ市のみ

が残りました。高校生までも入院、通院とも無料

は県内12自治体、入院のみ２自治体と広がってい

ます。実は、2018年11月22日に新日本婦人の会む

つ支部より 「子どもの通院医療費を中学校卒業、

まで無料にすることを求める請願」が1,364筆の

署名とともに市議会に出され、民生福祉常任委員

会付託となり、閉会中審査も含め４回ほど話し合

われましたが、不採択となった経過があります。

そのとき前例のない文言 「現時点では願意に沿、

いがたいが、将来の実現に向けて市当局の不断の

努力を求めたい」と付されました。次回の2019年

３月定例会において、民生福祉常任委員長より経

過説明、質疑、討論と５人のみの起立で不採択と

なった経過があります。

国・県が背を向けていることは大きな問題であ

ることは指摘しなければなりません。しかし、子

育ての基本的な支援として、県内39の自治体が努

力して広げてきたというのが今日の到達点です。

むつ市としてどのように受け止めているかという

ことをまずお伺いいたします。

第３の質問は、生活保護の扶養照会についてで

す。扶養照会とは、生活保護の申請時に福祉事務

所や市が本人申請者の家族に援助できないかどう

かを確認することです。コロナ禍の中で、生活困

窮者支援に取り組むつくろい東京ファンドが年末

年始の緊急相談に訪れた人に行ったアンケートで

は、制度を利用しない理由を聞くと 「家族に知、

られるのが嫌だから 「子供に迷惑をかけられ」、

ない 兄弟に知られたくない と答えた方が34％」、「 」

もいたという数字が出ています。生活保護基準以

下の低所得世帯のうち、実際に制度を利用してい

るのは２割、捕捉率２割と言われています。その

背景には、利用することは恥という偏見が広くあ

ります。

国会での日本共産党の小池晃議員等がこの扶養

照会について取り上げ、菅首相は「生活保護は国

民の権利 、田村厚生労働大臣は「扶養照会は義」

務ではない」と弾力的運用を明言しました。むつ

市は、現在扶養照会はどのように行っているので

しょうか。また、国会答弁を踏まえて、２月末に

新しい通知が出されたようですが、どのような内

容かお知らせください。

第４として、むつ市で来年度から本格的に取り

組もうとしている森林経営管理制度について伺い

ます。森林経営管理法が2018年に成立し、翌年ス

タートで、むつ市も来年度から本格的に動き出そ

うとしています。森林所有者が所有している森林

について適切に経営管理を行わなければならない

責務があると明確にし、所有者が自ら管理できな

い場合は市に委託することができ、市に委託した

森林のうち、林業経営に適した森林は林業経営者

に再委託、適さない森林は市が管理するという新

たなシステムです。

この制度は、2019年に成立した森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律とセットで、森林環

境税は2024年から国税として１人年間1,000円を

個人住民税に上乗せして市町村が徴収することに
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。 、 、なっています そして 森林環境譲与税は私有林

人工林の面積、林業労働者及び人口を基準にして

市町村に譲与されます。

森林整備は、本来国の一般会計予算から出すべ

きものです。期待する声もあるものの、林業の成

長産業化をうたっているように、短期的な収益を

求めた伐採は資源の収奪となり、山林の荒廃を招

くおそれがあるなどの声もあります。

１つ目の質問は、むつ市の私有林の現状と課題

について、２つ目は、来年度どのように進められ

るのか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。工藤

議員のご質問にお答えいたします。

まず、乳幼児等医療費給付事業についてのご質

問につきましては、担当部長からの答弁とさせて

いただきます。

次に、生活保護行政についてのご質問、扶養照

会の運用についてお答えいたします。扶養照会に

つきましては、生活保護を申請した際の調査やそ

の後の訪問活動等により、それぞれの扶養義務者

との関係を確認した上で行っており、高齢等によ

り明らかに扶養が期待できない方や特別な事情が

あり扶養が望めない方には行っておりませんの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、森林行政についてのご質問につきまして

は、担当部長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 公営企業管理者。

（村田 尚公営企業管理者登壇）

〇公営企業管理者（村田 尚） 水道事業について

のご質問、水道審議会の答申を受けて、一人暮ら

し高齢者世帯等に配慮すべきについてお答えいた

します。

まず、水道料金につきましては、むつ市議会第

233回定例会において、工藤議員のご質問に対し

まして、次期水道料金の改定に合わせて検討して

まいりたいとお答えしたところでありますが、現

段階でこの方針に変更はございません。

水道事業は、市民の皆様の生活基盤を支える重

要なインフラの一つでありますが、市民の皆様か

らの使用料により支えられている公営企業でもあ

りますので、使用した水量に応じて公平に料金を

負担していただくという原則を踏まえつつ、答申

の際の要望を受け、一人暮らし高齢者世帯をはじ

め使用水量の少ない家庭に配慮した料金体系につ

いて検討してまいりたいと考えております。

水道料金改定の時期につきましては、むつ市水

道ビジョンでは、令和２年度を目途に検討するこ

ととしておりましたが、職員削減や経費縮減等に

努めた結果、財政計画を上回る利益を確保できて

いることから、今後の運営状況を踏まえつつ検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 子どもみらい部長。

〇子どもみらい部長（菅原典子） 乳幼児等医療費

給付事業についてのご質問、小中学生の通院無料

化についてお答えいたします。

乳幼児等医療費給付事業につきましては、これ

まで段階的に制度の拡充を図ってまいりました。

市といたしましては、今後さらに充実したものと

、 、するために 財源の確保に努めてまいりますので

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 森林行政についてのご質

問の１点目、むつ市の私有林の現状と課題につい

てお答えいたします。

むつ市の森林面積は、令和２年度版青森県森林

資源統計書によりますと、むつ市有林を含む民有

林は１万5,003ヘクタール、国有林は５万9,125ヘ

クタール、合計で７万4,128ヘクタールとなって
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おります。

また、民有林うち、私有林は県内で４番目の１

万1,774ヘクタール、むつ市有林は県内最大の

2,171ヘクタールとなっております。

民有林の現状といたしましては、森林組合等に

より５年間ごとの森林経営計画が策定され、森林

整備が行われている森林がある一方、森林所有者

の経営意欲の低下や所有者が市内に存在していな

いなどの理由により経営管理が行われていない森

林の増加が課題となっております。

次に、ご質問の２点目、森林経営管理法の施行

についてお答えいたします。令和３年度におきま

しては、脇野沢地区の私有林147ヘクタールを対

象に森林所有者の管理に関する意向調査を行い、

その結果に基づき計画を策定する予定となってお

ります。

また、この事業を実施するに当たり令和３年度

の森林環境譲与税4,500万円の一部を活用し、森

林経営管理事業の一部を民間事業者に委託すると

ともに、市の事務執行体制の強化を図るため専任

職員を配置することとしておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでは、順番に再質問させ

ていただきます。

水道審議会の要望に応えて見直しをする、検討

をするというふうな答弁がありましたが、次期改

定に合わせてということなのですが、それはいつ

頃になるのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 上下水道局長。

〇上下水道局長（濱谷重芳） お答えいたします。

水道審議会は、水道料金の改定について審議す

る際に設置されることになっております。次回は

先ほど公営企業管理者がお答えいたしましたよう

に、今後の経営状況により判断することとなりま

すので、現時点では未定となっておりますので、

ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 質問がちょっと戻りますけれ

ども、５立方メートル以下の水量しか使っていな

い世帯はどのくらいあるのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 上下水道局長。

〇上下水道局長（濱谷重芳） お答えします。

むつ市の給水戸数は、令和２年10月の調定分で

は２万4,738戸で 使用料金は１億1,983万3,039円、

となっております。そのうち、１か月の使用水量

が５立方メートル以下の戸数は5,926戸、全体の

給水戸数に対する割合は23.96％で、水道料金は

1,126万8,992円で、その割合は9.40％となってお

ります。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 平成29年６月の調査の結果、

私が質問したときの調査の結果ですけれども、５

立方メートル以下の水道の使用料しか使っていな

い人が22.5％で、今回の調査で増えています。そ

うすると、10立方メートルを基準にしているとい

うことは、少ししか使っていない方にとってはす

ごく負担ではないかなということをまた改めて思

っています。

高齢者ばかりでなく、市営住宅とか貸しアパー

トなんかでも、風呂のない方は本当に５立方メー

トル以下しか使っておりません。このような方に

配慮するような、そういう方向で進めていただき

たいということを強調したいのですが、せっかく

審議会の中でも要望が出ています。この要望を積

極的に受け止めて、早く改定してほしい、このよ

うなことですが、審議会を開催するそのきっかけ

というか、理由は何なのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 上下水道局長。

〇上下水道局長（濱谷重芳） 先ほどもお答えしま

したけれども、水道料金の改定する際ということ

ですので、現状の中では水道料金を改定するとこ
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ろにまだ至っていないという判断でございます。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 私は、審議会の答申をもう少

し重く受け止めていいのではないかなと思ってい

ます。審議会は、むつ市のホームページでは、市

では、市政運営において、広く市民の意見を反映

、 、していくことや 外部の専門的知識や経験の導入

公正中立の立場から審議などを行うために、地方

自治法に基づいて市長や教育委員会などの諮問に

対して答申したり、意見を述べることができると

いうことで、行政の機能を補完するものとして位

置づけられています。

むつ市には39の審議会があるそうですが、全国

的な傾向としては、行政の正当化に機能するよう

な面があるとか、初めから結論が決まっていると

か、そういう厳しい意見も出ていますけれども、

むつ市の状況は分かりません。でも、審議会の中

でこのような要望が出ているということは、もっ

ともっと受け止めて、これを一つの大きな理由と

して受け止めて、審議して進めていただきたいと

いうことを改めて要望して、次の質問に移りたい

と思います。

〇議長（大瀧次男） 特定の個人、団体を名指しで

中傷したりするような発言には十分配慮してくだ

さい。２番。

〇２番（工藤祥子） 私は、今ホームページから拾

った意見ですけれども、気をつけます。

次に、小中学生の通院費無料についてです。反

対の理由として、恒久的な財源がない、国・県と

も足並みをそろえていかなければいけないという

のが反対の、今実現できないという、そういう意

見でしたが、同じような理由で今予算が計上でき

ない、このように受け止めていいわけですね。

継続します。そのように受け止めます。2016年

のまち・ひと・しごと創生総合戦略に効果検証と

いうのが出ています。その中で数値目標の達成状

況の中で、小学生を持つ親の子育てしやすいと思

う割合が低下した要因について、医療費助成など

の経済的助成が小学校になると縮小する制度が多

いことなどが割合の低下につながったと考えられ

る、このような効果検証を出しています。

そして、これは第１期のまち・ひと・しごと創

生総合戦略の効果検証ですけれども、第２期、こ

れは2020年度から2024年度の計画ですけれども、

効果検証出ていますかということで窓口に聞きに

行ったところ、コロナでできていないという返事

でした。本当にコロナというの予期しないことが

出てきていますので、これはやむを得なかったと

受け止めます。しかし、その第２期の総合戦略の

27ページの「子育て世帯への生活支援」の中で、

「本市においても理想の子どもの数を持てない理

由として 「経済的に難しかったから」が多く挙、

げられている」とし 「医療費の給付を実施し、、

子育てにかかる経済的負担の軽減に努めます 、」

このように書いています。

子どもみらい部の窓口の方は、本当につらいと

ころがあると思います。以前のときも、むつ市に

引っ越ししてきた方から、むつ市は子供の医療費

の制度が遅れているというふうなことを聞いた経

。 、験があります 本当にこれは唯一むつ市が残った

このような状況の中で何とか子育て支援を進めて

いただきたいということを本当に申し上げたいと

思います。

新日本婦人の会の方は、短期間で1,000以上の

署名を集めて、市内の幼稚園、保育所、小児科病

院17団体の方も協力してくれています。このよう

な中で、もう一度市長の意気込み、それに対する

姿勢を問うて終わりたいと思います。どうでしょ

うか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。
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ですから、我々としては新税の議論の中で、財

政需要に見込みながら、これを実現したいという

ことで提案をさせていただいて、それに反対した

のが工藤議員であるということはご指摘をさせて

いただきます。

〇議長（大瀧次男） ２番。

（ ） 、 、〇２番 工藤祥子 新税に賛成する 反対するは

それぞれの考え方であります。むつ市は新税にし

かこの予算を見いだすことができないのでしょう

か。確かに新税検討プロジェクトチームの記事の

中にはあります。具体的な実施事業は今後検討す

るが、防災設備の更新、子ども医療費の助成、む

つ総合病院の老朽化対策なども想定していると新

聞に書かれています。新税の話合いが今スムーズ

に進んでいません。新税が進まないと、この事業

も実施しないという、そのような受け止めでいい

のでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 何か話がこじれてきている

ような気もするのですけれども、我々としては子

供の医療費ということについては高い問題意識を

持っている。ところが、これをやるに当たっては

年間１億2,000万円を超える財源が経常的に必要

になる。それを捻出するためには様々な財源の工

夫が必要ですが、少なくとも今現状においてはそ

れを捻出するだけの財政力は私たちにはない。そ

うであるならば、新しい財源を獲得して子供たち

の未来をつくっていこうということで企画したの

が新税の企画であって、それに反対したのが工藤

議員であるということを改めて申し上げたいと思

います。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 県内の39自治体では、新税等

がなくても一般財源の中で行っています。このこ

とを指摘したいと思います。

それでは、なかなかかみ合わないようですので

……

（ かみ合わないようにしている「

だけ」の声あり）

〇２番（工藤祥子） 私は、本来の考え方の土台が

違うと思います。

それでは、このことをやっても何も深まってい

かないようですので、今の市長の見解は、見解と

してお聞きしました。

それでは、３番目に移りたいと思います。生活

保護の扶養義務のことについてですが、そうする

と調査、訪問、きちんと申請者と確認して、そし

て行っているという市長の答弁でした。そういう

答弁でしたので、確認したいのですが、照会をや

めてくださいと主張すれば強制できない、申請し

たい人の事情を無視した調査はできないというこ

とですね。これが弾力的な運用ということになる

のですね。よろしいですか。それでは、答弁をお

願いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ご指摘のとおりでございま

す。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでは、むつ市の扶養照会

についてはきちんと申請者と話合いの上で、そし

てこの方には扶養照会をしてほしくないというそ

ういう申出があった場合はしない、そういうふう

なきちんとした話合いを前提にして行っている、

このように受け止めます。

青森県議会の中でも日本共産党の議員が確認し

て、健康福祉政策課長が答弁しています。改善を

指示しています。個々の事情をきちんと聞くこと

なく機械的に扶養照会を実施している等不適切な

事例を確認した場合は改善を指示している、県議

会でもこのような答弁がなされていますので、そ

れではむつ市もこれに応じて申請者の立場に立っ

た扶養照会を行うということを確認しました。そ
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のように受け止めます。

それから、私もう一つ注目したことは、この扶

養照会のようなことが１年に１回扶養義務者に郵

送されているのです。それは 「生活保護法によ、

る保護の決定に伴う扶養義務について」という文

書です、書類です。そして、その書類の中には、

「あなたに対し扶養を強制するものではありませ

ん。また、過去に「援助できません」との回答を

いただいた方にも、当時と状況に変化がないか確

認の意味も含め、一定の頻度で送付しておりま

す 、このような１年に１回の扶養義務者への郵」

送ということをむつ市も行っているのですね。回

答をお願いします。

〇議長（大瀧次男） 福祉部長。

〇福祉部長健康づくり推進部理事（須藤勝広） 生

活保護受給中の扶養義務者に対する扶養照会は、

国の示す生活保護の実施要領に基づいて、扶養義

務者の状況に変化が見込まれる場合または扶養義

務の履行が期待できると判断される方に対して年

１回程度実施しております。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） その１年に１回送られている

文書の内容を見ますと、扶養義務者の勤務先はど

こか、平均月収は幾らか、資産の状況はどうか、

負債の状況はどうか、このために源泉徴収票、給

料の明細書、ローン返済予定表の写しを添付して

ください、このような文書があります。これは、

個人情報に踏み込んでいてやり過ぎではないか、

私はこのように感じています。毎年郵送して、ど

のくらいの方から返事が返ってきているのでしょ

うか。

〇議長（大瀧次男） 生活福祉課長。

〇福祉部生活福祉課長（長尾寿和） お答えいたし

ます。

年１回程度実施しております扶養照会の実績で

ありますが、令和２年度は扶養照会件数671件に

対しまして、返信が65件、回答率は9.7％となっ

ております。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 六百何十通も郵送する中で

9.7％しか返っていないということで、扶養義務

者のそれなりの戸惑いとか、本当に戸惑っている

。気持ちというのがあっての9.7％なのでしょうか

このような忙しいケースワーカーの方、１人80件

も持つケースワーカーの仕事の中では、本当に大

変な業務だと思います。

ちょっと返りますけれども、申請したときの扶

養照会でも、扶養義務者に郵送して、金銭的援助

に結びついたケースというのは1.5％と言われて

います。このような大変な業務をケースワーカー

の方がやっているというふうなこと、そのことも

私は問題だと思います。もっともっと生活保護者

に寄り添って話を聞いたり相談を聞いたりする、

そのようなことに時間を使っていただきたい、こ

のように思っています。

、 。私の経験ですけれども ３年ほど前の経験です

議員としてもそうですが、私生活と健康を守る会

の会員でもあって、様々相談を受けることもあり

ます。あるとき３年前に、生活保護について相談

があるという電話をいただいて、私行ってみて、

本当に衝撃的な経験をしたことがあります。その

方は、旦那さんを亡くして独り暮らしの高齢者で

すけれども、話を聞きに行って上がり込んだとこ

、 。ろ すぐ私にリストカットをした腕を見せました

生活保護を受けるということは、様々なプレッシ

ャーの中で、本当に自殺までも考えている、そう

いうふうな状況、生活保護を受けるということが

恥なのだという、そういう状況が深く広がってい

るのだなということを改めて感じました。

その方は、むつ市の市民の方ですけれども、今

は生活保護を受けて暮らしています。生活保護を
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受けるということは、憲法に書いてある権利なの

だよと、こういう制度があるのだよというふうな

ことをいろいろ話をして、そしてその方も生活保

護を受けるという決意をして、今安定した暮らし

をしている。そのような私も衝撃的な経験をした

ことがあります。だから、利用者に寄り添って、

利用しやすい制度に改善していかなければという

ことを本当に私はそのときも感じました。

日本弁護士連合会でも生活保護法ではなく、生

活保障法へ名前を変えるべきだというふうな提案

。 、 、をしています また 今般生活保護の基準引下げ

違憲訴訟の中で引下げ処分を違法とする判決が大

阪地方裁判所から出されました。青森県でも３人

の原告が出て闘っています。全国29都道府県で約

900人の方が闘っています。支援する会のいのち

のとりで裁判あおもりアクションには、多くの弁

護士の方も手弁当で参加する等支援の輪が広がっ

ています。

今の時代、格差が広がって、貧困の連鎖があっ

て、社会保障の貧弱さが目立っている中、誰でも

生活保護を受けられるような、そういうふうな時

代ということを本当にこれから皆さんとともに頑

張っていきたいと思います。行政の皆さんとも手

をつないで歩いていきたいと思っています。行政

の方にもこのことを、現場の声、市民の置かれて

いる状況をきちんとつかんだ上で行政をやってい

ただきたい。このことを要望して４番目の質問に

移ります。

次は、森林行政です。森林経営管理法の施行に

基づく市の取組について質問いたします。先ほど

の答弁では、むつ市は私有林も県内で４番目に多

い、そして市有林も最大だと、このような答弁を

いただきました。そうすると、これからの森林行

政、森林整備、このことの本当に大きな役割が今

むつ市に求められていると思います。

私先ほどちょっと気になった言葉ですけれど

も 「森林整備に意欲のない方」と、こういう表、

現がありましたけれども、私とすれば意欲がない

方ではなく、森林整備をしても、本当に金になら

ない、収入にならない、そういうことで子供たち

も森林整備に目を向けない、このような国政のや

り方が本当に背景にあると思います。まず、この

ことを指摘しておきたいと思います。

そして、2024年から私たち1,000円ずつ国税と

して徴収されて、予算としてはそれなりにあると

、 、いうことで 本当に森林の整備が進むのかどうか

進んでほしいということで、この事業を私も注目

して取り上げたわけです。脇野沢のほうから来年

度から進むということですよね。そうすると、委

託調査、そして境界の整備とか様々な問題がある

と思うのですけれども、森林所有者を集めて地域

懇談会を開くところから始めるということです

ね。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

まずは、森林所有者の意向を確認するというこ

とになりますので、何らかの方法で森林所有者の

方を集めたり、またはそれ以外の方法もあろうか

と思いますので、いろんな方法で森林所有者の方

の意向を確認していくということになろうかと思

います。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 委託調査は、今年は脇野沢と

いうことですが、何年ぐらいでむつ市内全部終わ

る予定なのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 今年度から実は開始しま

すので、なかなかスケジュール感がちょっとつか

めないというのが実態になっております。ですの

で、何年ということは、今の段階では申し上げに

くいということでご理解を賜りたいと思います。
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〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 経営の意欲が低い方と見られ

る森林については市が管理する仕組み、そして集

約して経営の効率が予想されるところは林業経営

者に委託すると、こういう方法で行われていくと

いうことを聞きましたけれども、林業経営者は今

青森県のほうに登録ということが進んでいるよう

ですが、このむつ下北の登録者は何者あるのでし

ょうか。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） 今後その森林を委託する

という意味での林業経営者でありますけれども、

これは青森県のほうで登録という形がありまし

、 、 。て ３者 今市内のほうでは登録されております

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） それでは、この経営者は伐採

だけではなく植栽、保育も義務づけられている経

営者ということですね。再造林もきちんとやると

いう下での登録事業者ですね。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） そのとおりになります。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 経営の意欲が低い、経営がな

かなかできないという小規模な所有者が本当に多

いと思うのですけれども、そのような森林に対し

て責任を持つのは市ということになりますけれど

も、むつ市役所の体制を見ますと、生産者支援課

の林業担当者は１人だけなのです。先ほどの答弁

の中では、林業専門家を雇用するということにな

っているということでしたけれども、たしかこの

法律の中でも、専門家の雇用に対しては交付税が

措置される、このようなことが言われています。

専門家の確保は大丈夫なのでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

まず、今林務の担当が１人というお話でしたけ

れども、市のほうではグループ制ということをし

いておりますので、助け合いながら複数人でやっ

ているという現状になります。

そして、専門家というお話ですけれども、林野

庁でそういう制度は、地域林政アドバイザーとい

うような制度を持ってはいるのですが、むつ市の

ほうにはなかなかそういう登録されている方が少

ないということもありまして、今市のほうでは来

年度、専任の職員という形で配置するというふう

なことを考えておりますので、まずはそういう形

でやってみて、結果を見ながら考えていくという

ことになろうかと思います。

以上です。

〇議長（大瀧次男） ２番。

〇２番（工藤祥子） 職員体制のほうももっと林業

及び第一次産業のほうに充実、確立してほしい、

このように思います。

たくさん聞きたいことはあるのですけれども、

国有林についても国有林野の管理経営に関する法

律改正案が2019年に出されて、最長50年間にわた

って国有林の大規模伐採を行える権利が伐採業者

に付与されました。一言で言うと、国有林を民間

に開放するということなのですけれども、しっか

りと森林整備について責任を持って本当に行える

のかどうか、国有林についても、民有林、私有林

についても本当にきちんとした体制なり法律に基

づいて持続可能な森林林業が行えるのかどうかと

いうことは不安を持っています。期待する面もあ

ります。しかし、このような不安を持っておりま

す。

林野行政、森林経営管理法、この下での新しい

システムをこれからも私は注目して見ていきたい

と思っています。

以上で終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。
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ここで、午前11時まで暫時休憩いたします。

午前１０時４８分 休憩

午前１１時００分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐々木隆徳議員

〇議長（大瀧次男） 次は、佐々木隆徳議員の登壇

を求めます。19番佐々木隆徳議員。

（19番 佐々木隆徳議員登壇）

〇19番（佐々木隆徳） 未来への轍の佐々木隆徳で

す。

多くの貴い人命を奪い、甚大な被害を与えたあ

の大震災から明後日で丸10年を迎えますが、その

とき我がむつ市議会はどのような状況だったの

か。振り返ってみますと、今と同様に３月定例会

の開会中で、当時日程は議案審議が先で、後に一

般質問が行われておりました。市長は宮下順一郎

氏、議長は村中徹也氏で、お二方とも志半ばで病

に倒れ、旅立たれておられますが、お二方とも特

筆したものを持っておられたと私自身十分に思っ

ております。

当時議員定数は30名、質問通告は14名で、その

、 、一般質問の初日 予定どおり午前は２人が終わり

午後から３人目が終わった段階で、市長に対する

不適切発言があったとのことで議事進行がかかり

ましたが、議長裁量で却下され、その後市長から

発言の申出があり、自分の名誉を損なう発言があ

ったと、そのためその取り計らいをお願いする旨

、 、述べたところ 議長は議会運営委員会開催のため

午後２時21分に暫時休憩を宣し、それから約25分

後の午後２時46分にあの巨大地震が発生し、本会

議は間もなく延会となったわけであります。それ

から５日後に議会は再開され、一般質問が行われ

ましたが、市長をはじめ理事者側に災害対応に専

、 、 、念してほしいとのことで 残る11名中 私を含む

今議長の大瀧議員も事前に質問の取下げがあり、

当日は３名の一般質問で終了し、その２日後に閉

会となったところであります。

それから10年後の現在、２度にわたる議員定数

の削減があったものの、当時30名の議員のうち、

そのとき議場にいた議員は現在９名しかおらず、

大変感慨深く、時の流れを感じている次第であり

ます。

それでは、質問に入ります。初めに、漁協合併

について伺います。漁業及び漁協の現況は、漁業

者の高齢化や後継者不足による組合員数の減少、

さらには漁獲の減少や魚価の低迷などの影響によ

り零細漁協が多く、県内における漁協の経営は大

変厳しい状況が続いているとのことで、青森県漁

連と青森県漁協経営安定対策協会は、平成10年に

１市町村１漁協を目標に、当時54ある沿海漁協を

15の漁協とする合併計画を策定し、推進を図って

きたところであります。しかしながら、若干の合

併はあったものの、その後一向に合併が進まず、

平成29年に県漁連と県漁協経営安定対策協会は新

たに県内を海域ごとに４つのブロックに分け、そ

れぞれ１漁協に合併した後、最終的に県内１漁協

の実現を目指すとの再編計画を策定し、現在に至

っているところであります。

その再編計画も目立った実績もなく、今月末が

その計画期限となる中、５年延長で仕切り直しと

の報道があり、合併に際して「行政の指導力に期

待」との関係者の声も載っておりました。

市内にある５漁協は、操業海域や漁業形態の違

いなどから、合併は困難であるとの認識の下、湾

内のむつ、川内、脇野沢の３漁協の合併に市の指

導により積極的に取り組むべきと思いますが、市

長の考えを伺います。

次に、ふるさと納税について伺います。この制
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度は、当時総務大臣になった現総理の菅氏の肝煎

りでつくられたとのことで、人口が密集する首都

圏と人口減少が著しい地方との税収格差を埋める

ため、生まれたふるさとや応援したい自治体に寄

附ができ、また寄附額に応じた返礼品がもらえる

など、住民税の控除も受けられること自体大変メ

リットのある制度として平成20年から始まったも

のと理解しているところであります。特に数年前

からは、市への寄附額も増加し、市の財政にも、

返礼品を扱う事業者にも大きく貢献してきている

ものと思っております。

今年度は、コロナ禍の中で巣籠もり消費の拡大

や医療機関の支援を目的とした寄附の増加との報

道もありましたが、年度末に当たり、今年度の実

績見込額はどの程度になるのか。また、新年度に

向けた取組に係る課題について伺います。

次に、市営住宅の整備について伺います。市で

は、厳しい財政の中、老朽化した公営住宅の効果

的な建て替えや公営住宅需要に対応するための大

規模改修、大規模改善及び長寿命化改善等の具体

的方策を検討するために、平成29年３月にむつ市

公営住宅等長寿命化計画を策定し、その計画に即

し、公営住宅事業を進めてきたものと思っており

ます。

また、今定例会に追加上程された田名部まちな

か団地整備事業も、今後整備が進められていくも

のと思いますが、長寿命化計画では、平成29年度

からの10年間とされ、来年度に見直しが図られる

とのことであり、市営住宅の整備計画はどのよう

になっているのかお伺いいたします。

次に、新たな過疎対策法について伺います。こ

の法律は、人口の著しい減少に伴い、地域社会の

活力が低下し、生産機能や生活環境の整備が他の

地域と比較して低い地域への対応のため、地域格

差の是正などを措置することを目的に、昭和40年

代に制定され、ほぼ10年ごとに延長や見直しが行

われ、今日に至っているものと理解しているとこ

ろであります。

この過疎法に伴う事業実施に当たって、過疎対

策事業債が使用でき、その７割が交付税で措置さ

れる仕組みとなっているとのことで、財政上は大

変メリットのある法律で、むつ市は川内、大畑、

脇野沢の３地区が指定を受け、合併前からその恩

恵を受けてきたものと思っておりますが、現過疎

法の期限も今年度末となって、新たな過疎法が新

年度から施行される見込みであり、今後のその流

れについてはどのようになっているのかお伺いい

たします。

質問の最後は、行政運営についての１点目、減

額中の特別職給与についてであります。これまで

特別職給与の減額は、合併以前に平成９年から行

われてきていたとのことで、減額幅の増減はある

ものの、現在市長給与は、来年度末までの間５％

の減額措置を条例で定め行っているわけでありま

すが、そのことについて単刀直入に市長の所見を

伺います。

２点目は、職員の労務管理についてであります

が、新型コロナウイルス感染が始まってから１年

が過ぎ、その感染予防対策やそれに伴う様々な経

済対策等への取組に、市長をはじめ理事者に対し

ましては、改めて敬意を表する次第であります。

今後も市を挙げての事業とされるワクチン接種事

業やさらなる経済対策等、次々と関連事業が実施

される見込みであり、それに従事する職員の負担

が増え、過重労働になっていないのか危惧すると

ころでありますが、職員の時間外労働等の現状は

どのようになっているのかお伺いし、壇上からの

質問といたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 佐々木隆徳議員のご質問に

お答えいたします。
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まず、漁協合併についてのご質問にお答えいた

します。青森県内の漁業協同組合の合併につきま

しては、漁業協同組合合併促進法及び青森県漁業

協同組合合併促進条例に基づき、公益社団法人青

森県漁協経営安定対策協会が平成29年２月に青森

県漁協合併基本計画を策定し、県内を海域別に４

ブロック単位とする合併について協議が進められ

ております。

合併推進協議会には、青森県漁業協同組合連合

会等の漁業関係団体、青森県市町村等も出席して

おり、当市は専門委員会委員として協議に参加し

ているところでありますが、協議を重ねてきては

いるものの、現在は合併推進協議会から離脱する

漁協が多数あるなど、進展していない状況にあり

ます。

青森県漁協合併基本計画は、国の法律や県の条

例に基づいた計画となっておりますので、市とい

たしましては、今後も合併推進協議会に積極的に

参画するとともに、市内各漁協へ適宜情報提供を

行うなど、漁協や組合員の皆様にとってよい結論

になるよう支援してまいりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

、 、次に ふるさと納税についてのご質問の１点目

今年度の実績見込額についてお答えいたします。

ふるさと納税は、国が平成20年に創設した制度で

あり、自分の選んだ自治体に寄附を行った後、所

定の手続により寄附額のうち、2,000円を超える

部分について、翌年の所得税と住民税から控除さ

れる制度であります。

、 、寄附先としては 自分の生まれ故郷だけでなく

お世話になった自治体や応援したい自治体等を自

由に選択することができ、寄附を受けた自治体か

ら寄附額に応じて、その地域特産品等の返礼品を

受けることができます。

市では、制度が創設された平成20年からふるさ

と納税を導入し、導入初年度の寄附額127万円か

ら、現在では約120倍の１億5,000万円を超える寄

附を受領するに至っております。

過去３年間の実績は、平成29年度は寄附件数１

万4,534件で、寄附額１億9,660万4,000円、平成

30年度は寄附件数8,881件で、寄附額は１億

5,781万5,000円、令和元年度は寄附件数8,883件

で、寄附額１億5,107万5,000円となっており、寄

附額については１億円台の後半を推移してまいり

。 、 、ました 今年度は 目標寄附額を２億円に設定し

新たな返礼品の開発やポータルサイトを増やすな

どの取組を実施してまいりました。その結果、今

年度の寄附額は１億6,000万円程度となる見込み

で、目標額の達成については難しい状況であるも

のの、昨年度と比較しますと、寄附額で1,000万

円程度、寄附件数では1,000件程度の増加が見込

まれております。

受領した寄附金につきましては、下北ジオパー

ク、防災、教育及び産業振興の分野での活用を図

ってまいりましたが、今年度は寄附金の新たな使

途として新型コロナウイルス感染症等に関わる緊

急時の対応にも充当しております。

ふるさと納税制度における財政的な戦略といた

しましては、寄附額の増大のみを追求するのでは

なく、全国の皆様からいただいたご寄附をいかに

市の発展に生かしていくかが重要であると考えて

おりますことから、今後も寄附者から共感を得ら

れ、むつ市と継続的につながりを持っていきたい

と考えていけるような制度運用を目指し、取組を

進めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

次に、ご質問の２点目、新年度に向けた取組に

係る課題についてお答えいたします。寄附増額に

向けた課題の一つとして、寄附者の皆様に全国の

自治体の中からむつ市を選択していただくため、

返礼品の魅力を向上させることが必要であると考

えています。そのため、国の外部専門家派遣制度
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を活用して、ふるさと納税に関する専門的な知見

と寄附増額の実績を有する外部専門家を招聘し、

返礼品についての魅力や価値を磨くとともに、よ

り効果的なプロモーションの展開を図り、多くの

方々に選ばれるむつ市となることを目指してまい

ります。

あわせて、新たな返礼品の開発や商品の安定し

た供給を実現するため、返礼品を提供する市内事

業者の皆様とより緊密な連携を図り、ふるさと納

税制度を通じて、さらなる産業の発展につながる

取組を進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、市営住宅についてのご質問につきまして

は、担当部長からの答弁とさせていただきます。

次に、新たな過疎対策法の制定についてのご質

問、新過疎法制定見込みによる今後の流れについ

てお答えいたします。本年３月31日をもって現行

の過疎法が失効することに伴い、４月１日に新過

疎法が施行される予定となっております。その後

むつ市では、新たなむつ市過疎地域自立促進計画

を策定することとなります。

なお、新過疎法においても、現行法で対象とな

っている川内地域、大畑地域及び脇野沢地域につ

いては引き続き対象地域となる見込みとなってお

りますことから、過疎対策事業債を活用した各地

域の一層の振興を図ってまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

次に、行政運営についてのご質問の１点目、減

額中の特別職給与についてお答えいたします。特

別職の給与につきましては、平成27年１月から平

成30年３月までの３年３か月間、市長は15％減、

副市長、公営企業管理者及び教育長は10％の減を

実施しており、その後平成30年４月から６月まで

の２か月間は 市長のみ15％の減額 また平成30年、 、

10月から令和４年３月まで、市長のみ５％の減額

をする見込みとしております。

この給与減額につきましては、本市の置かれて

いる厳しい財政状況、社会経済情勢等を考慮し、

自ら身を削る姿勢を示すとともに、財政健全化へ

の不退転の決意であると認識しております。

続きまして、ご質問の２点目、職員の労務管理

についてお答えいたします。今年度は、通常の業

務に加え、新型コロナウイルス感染症対策の業務

が加わり、職員の時間外勤務はかなり増大したも

のと認識しております。新型コロナウイルス感染

症対策業務といたしまして、特別定額給付金給付

事業、雇用対策、経済対策、感染症対策と多岐に

わたり、本年２月15日からは感染症予防接種準備

事業も実施しております。

職員の休暇の取得につきましては、昨年３月か

ら年次有給休暇の取得促進を目指し、記念日に取

得できるアニバーサリー休暇、冬期間の週末と併

せて取得できる冬休みをはじめ 10年 20年 30年、 、 、

の永年勤続時に取得可能なリフレッシュ休暇を取

得しやすくするなど、職員が休暇を取得し、リフ

レッシュできるよう取組を進めておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） 市営住宅についての

ご質問、整備計画はどのようになっているのかに

ついてお答えいたします。

市営住宅の整備計画につきましては、むつ市総

合経営計画に掲げる「暮らしやすいまちの構築」

を目指して、むつ市公営住宅等長寿命化計画に基

づき、計画的に整備を進めております。

建替事業としては、緑町団地109戸は令和３年

度に、川内 木団地46戸は令和５年度に完了する・

見込みであり、10団地の集約建替事業である（仮

称）田名部まちなか団地60戸は、令和５年度に整

備を完了する予定となっております。

その他の市営住宅につきましては、当面の間修

繕等の維持管理に努めてまいりますので、ご理解
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を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 順序どおり、漁協合併につ

いてから再質問させていただきます。

私は、これまで漁協合併、再編、そして協業化

ということで、折々に触れ質問してきたところで

あります。私漁協の職員として長年勤めた経緯も

ありまして、いかに漁協が安定するかということ

で、それに努めてきた経緯もあります。漁協の弱

体化といいますか、今現在高齢化、そして後継者

もいないというふうな状況が現実に起きている、

そして10年前にも質問したその内容がさらに悪く

。 、なっていると そういった現状を如実にしまして

特にこれは人口減少が激しい脇野沢だけかも分か

りません。実際に川内地区等はそのようなことは

ないと伺っており、また合併にも消極的だという

ふうなことは伺っております。現実に５年延長さ

れたというふうな漁協合併の今の協議の中身でい

きますと、基本的には、これは皆さんご承知かと

思いますけれども、いいときに計画する、いいと

きに協議して進める、これが本来のやり方なので

す。これは会社の経営も、家の中のやりくりも同

じだと思いますけれども、悪くなればどんどん、

どんどん悪循環になって悪くなっていく。いいと

きだからこそ、協議も余裕を持った形で将来を見

据えた形での協議ができるというふうなことは、

これは職員として、現場にいた者として重々肌で

感じてきたところであります。

今新聞等でも、この５年間延期、その中で行政

の指導というふうなことを関係者、県漁連の会長

とか、そういった中の発言もあります。その点に

ついて、漁協は独立した法人でありますので、市

がとやかくとか、そういった形のことは、もちろ

ん強制的なことはできないし、さらにまた独立し

た法人に、言葉がいいかどうかは分かりませんけ

れども、関与というふうな考え方、これもまたど

うかと思います。醸成、要するに合併に向けた醸

、 、 、成 雰囲気づくり これらを十分に踏まえた形で

例えば漁協の協議会、３漁協の協議会、今も継続

しているのかどうか分かりませんけれども、そう

いったものに力を入れてほしいというふうな思い

で今回質問しておりますので、市長、その点一言

ありましたらお願いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

私が申し上げるよりも、佐々木隆徳議員のほう

、 、が専門家だと思いますが あえて申し上げますと

各漁協の今後の在り方については、やはりまず各

漁協の皆さんの思い、まして組合員のお一人お一

人の思いということが大切だと思っています。た

だ、そうした中でも大切な思いというのを超えて

未来を一緒につくっていこうというふうなことも

すごく大切なことだと思っています。

私この問題をずっと、皆さんいろんな組合長さ

んはじめ組合員の方からもお話を聞いていて思う

ことが、今回合併の議論が合併しないデメリット

というのが先行していて、つまりこのままいって

は、やはり漁協が大変なことになるということが

先行しているというのがすごく気がかりなことな

のです。やはり合併してどんないいことがあるの

だろうかとか、こういういいことがあるというふ

うなことが前に来るような話があれば、これはき

っと恐らく機運も醸成されるのだろうと思うので

すが、残念ながらそういうところにまで現状至っ

ていないということがこの問題の核心部分にある

のかなというふうに理解をしています。

いずれにいたしましても、我々として、私自身

も積極的に３漁協の協議会等には参加させていた

だいています。懇親会中心ですけれども、参加さ

、 、せていただいておりましたし 各漁協さんの思い

それから組合員さんの思いをしっかりと受け止め

ながら、市としてできる限りのことをこれからも
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していきたいと、このように考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 市長の今の積極的といいま

すか、ある程度前向きな発言だと評価いたします

けれども。

湾内の漁協は、外海といいますか、太平洋側の

海峡と違いまして、ナマコ、ホタテで比較的経営

が安定していると。私は今の合併もしくは再編、

協業化になぜこだわるかというと、漁業者という

のは、本当に言葉は悪いのですけれども、実際魚

があればそこに群がる、魚がいなくなればそこか

らいなくなると。最後に残るのは漁協であり、職

員である。そういう状況を肌で感じてきた経緯が

あります。ですからこそ、漁協の経営安定という

のがいかに重要か。そこで働く職員は、例えば５

名であれ、10名であれ、そういった職員の生活安

定を図らなければならないという思いで常にこれ

までも、今回で３度目、４度目になりますか、そ

ういうふうな形で漁協の合併について触れてきた

ところであります。

全体を新聞報道、または脇野沢、地元の漁協の

内容しかほぼ分かりませんけれども、新聞報道に

よりますと、やっぱり５年間の中ではこれから本

腰を入れて取り組む姿勢も見えております。です

、 、からこそ ５年間という期限はありますけれども

ある程度の期間の中で徹底した議論をして、そし

て一本化、またはむつ市の場合は５つの漁協が、

外と内湾、陸奥湾に分かれております。最低限３

つが一つになる、または５つ、６つが湾内で一つ

になるような方向づけ、改めて市長、もう一回、

、 、 。醸成 お願いしたいと思いますけれども その点

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

本当に各漁協の皆さんがそれぞれの漁協の未来

のことを考え、将来のことを考えているという現

状にあって、それに加えて組合員の方々、生産者

の方々というのでしょうか、漁師さんたちもそれ

ぞれの生活のこと、未来のこと、将来のことを考

えているという状況にあります。その先がやっぱ

り一つになるような形でなければ、合併というの

は恐らく達成できないと私は思っていますので、

ある意味合併によるメリットの部分がどういうと

ころにあるのかということをしっかりと県とも相

談をしながら、この議論を進めていくことが必要

、 。なのだろうと このように私は考えてございます

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 前向きな答弁、本当にこれ

からも漁協につきましては、よろしくお願いした

いと思います。

次に、ふるさと納税についてに移ります。先ほ

ど １億5,000万円 １億5,000万円 １億6,000万、 、 、

円程度というふうな実績を示していただきまし

た。当然のこととはいえ、市にも大きな財政的メ

リットがある、そしてまた市内への経済効果、特

に返礼品を扱う事業者等においても、当然経済効

果等が出ていると、そのように思っておりますけ

れども、その市内への経済効果を市ではどのよう

に見ているのか、そこら辺お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） お答えいたします。

市内への経済効果ということでありますが、直

接的な効果といたしましては、ふるさと納税の制

度上、返礼品の価格というのは寄附額の30％以内

となっております。この分が市内業者の売上げと

いうことになりますので、昨年度の実績から逆算

しますと、約4,300万円ほどが市外から市内の返

礼品の代金ということで市内の業者に支払われて

いるという形になりまして、地産外商というもの

になっております。

また、間接的なものとしましては、寄附額のう

ち、返礼品代金を含めた寄附募集に係る経費を除

き、約50％が市の歳入ということでふるさと納税
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基金に積み立てられております。昨年度は、約

7,500万円ほどが下北ジオパーク、防災、教育、

産業振興及び新型コロナウイルス感染症等の緊急

対応に関する経費として、それぞれの分野で需用

費に充当され、市民の皆様の生活の充実に寄与し

ているというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 質問というよりも、参考に

なりますけれども、主な返礼品といいますか、そ

の主な品物等、もし分かりましたら二、三点、５

点ぐらいでも結構ですけれども、お伺いいたしま

す。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ここでも私たち海と漁師さ

んたちに支えられておりまして、主な返礼品とい

たしましては、ウニ等の海産物、ホタテ貝柱、あ

るいは海峡サーモンですとか、そういったものが

人気が高い傾向にあるということでございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） ふるさと納税の最後、３点

、 。目ですけれども 本来逆の場合もあるわけですね

この制度によって、本来むつ市に入ってくるべき

税金が、要するにほかの、今と逆のことをして、

返礼品目当てといいますか、そういう流れで、ほ

かのほうに税金が流れるような、そういう金額が

大体ここ二、三年、おおむね幾らぐらいになって

いるのかお伺いいたします。質問している意味、

分かりますね。

〇議長（大瀧次男） 経済部長。

〇経済部長（立花一雄） むつ市から、逆に他の自

治体に流出しているという部分でございますけれ

ども、市税の寄附控除額についての３か年の実績

としましては、平成29年度が1,297万8,000円、平

成30年度は1,853万5,000円 令和元年度は2,252万、

1,000円となっておりまして、ふるさと納税の市

場の拡大に伴って増大しているということであり

ますが、この寄附額のうち、寄附控除額の75％は

地方交付税により補填されるというふうになって

おりまして、昨年度で言いますと、寄附控除額

2,252万1,000円に対しまして、実質的な市税の減

少というものは560万円程度というふうになって

おります。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

（ ） 、〇19番 佐々木隆徳 不勉強であれですけれども

今初めて交付税で75％ですか、措置されるという

ふうな中身を知りまして、取りあえずは安心とい

う形で、そう思っています。

、 、 。次に 市営住宅 公営住宅についてに移ります

むつ市の公営住宅等長寿命化計画、一覧をずっと

見ますと、住宅の一覧を見れば、建設年度が昭和

30年代、そして40年代が意外と多く、そこで木造

ですから、耐用年数については市の基本的な考え

方、もちろん建てられれば、これにこしたことは

ありませんけれども、必ず財政なりそういった大

きな負担が伴いますので、基本的な考え方はどの

ようになっているのか伺います。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

（ ） 。〇都市整備部長 中里 敬 お答えをいたします

市営住宅の耐用年数ということでの質問だと思

います。公営住宅法におきまして、耐用年限とし

て規制されております。耐火構造で70年、準耐火

構造及び簡易耐火構造二階建てで45年、木造また

は簡易耐火構造平家建てで30年というふうに定め

られております。この耐用年限は、国の交付金等

を活用した建替事業の基準を表すものでありまし

て、住宅としての使用を制限しているものではご

ざいません。市では、適正な維持管理により、安

心してご利用いただけるように努めてまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。
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〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 先ほどの部長の答弁でした

か、市長でしたか、田名部まちなか団地、そして

川内が。正直言いまして、大畑と脇野沢には現在

全く手がついていないと。そこで、地元の議員と

してといいますか、大畑には３人の議員が今ここ

におられますので、大畑はともかく、脇野沢の将

来見直しを図る中での脇野沢地区の整備計画はど

のようになっているのか、その点について伺いま

す。

人口がどんどん少なくなっていっていますけれ

ども、最低限必要な戸数というのは当然あると思

っています。現在脇野沢の場合は29戸ですけれど

も、それが半分以下であっても、最低限の住宅と

いうのは必要だと思っています。その点も含めて

脇野沢の整備計画について伺います。

〇議長（大瀧次男） 都市整備部長。

〇都市整備部長（中里 敬） 脇野沢の桂沢団地の

整備計画ということでございますが、市では今後

の市営住宅、全てということになりますが、整備

につきましては、令和３年度実施予定のむつ市公

営住宅等長寿命化計画改訂業務の中で検討してま

いりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 公営住宅は、例えば改修す

るなり、また建て替えするなり、多額の経費、財

源が必要となりますので、今といいますか、ここ

例えば２年後、３年後にどうのこうのというふう

な話には全然なりません、重々理解しています。

ただ、将来的には大畑も脇野沢も、そこら辺に親

交を深める意味もありまして、ぜひともその計画

の中に入れた形で見直しをお願いしたいと思いま

す。

次に、過疎対策法について伺います。先ほど市

長からも答弁いただきましたけれども、新たに過

疎法が制定されれば、過疎地域自立促進計画を策

定することになるわけですね。その計画について

、 、は 時期やスケジュール等はどのようになるのか

その点について伺います。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

４月１日に新たな過疎法が施行されますと、国

から計画の策定のための通知が発出される予定と

なっております。その通知を受けまして、新たな

むつ市過疎地域自立促進計画案を策定し、９月の

市議会定例会にお諮りしたいと考えております。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） たしか計画は５か年という

理解でよろしいですね。

そうすれば、今令和３年ですか、現在３月末ま

でですけれども、現在の過疎法の、計画では平成

32年度ですから、今月末が計画の期限ということ

ですね、古いといいますか、現行法でいけば。そ

して、新年度、４月１日以降でいきますと、計画

策定は令和３年度からという形で５年間になるわ

けですね。そこで、令和３年度ですから、今予算

編成の中で計上されている、また提案されている

予算上で分かるかと思いますけれども、各地区の

主な事業、どのような事業があるのか、差し支え

ない範囲で地区ごとに。過疎ですから、むつ地区

は関係ありません。川内、大畑、脇野沢の主な事

業で結構ですけれども、どのような事業があるの

かお伺いします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

事業の選定ということについては、令和３年度

の部分についてお答えさせていただきますけれど

も、脇野沢地区でいきますと、愛宕山公園の遊歩

道の整備を考えています。桜の時期には、残念な

がら間に合いませんが、再来年度の桜には間に合

うように公園の整備を行ってまいりたいと考えて
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ございます。

また、川内地区につきましては、ふれあいスポ

ーツパークの改修事業がございます。

大畑地区につきましては、大畑庁舎の移転事業

に使わせていただくということで考えてございま

す。

そのほかにつきましても、この過疎債は100％

事業に充当できて、70％が交付税で返ってくると

いう非常に有利な財源ですので、脇野沢地区、そ

れから川内地区、大畑地区の重点的な地域振興、

整備にこれからも充てていきたいと、このように

考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 今市長、いみじくも答弁い

ただいた愛宕山の整備ですけれども、何年か、ち

ょっと記憶ありませんけれども、私一般質問で脇

野沢の愛宕山を含めた形の、そういった形の整備

をお願いするということで、たまたま前市長が花

見で脇野沢においでになったときに、愛宕山公園

で花見をしたわけです。桜が満開で、そこで飲ん

で、風景でいきますと、ちょうど鯛島がきれいに

見える場所なのです。そこで前市長は、わあ、こ

れは何とかしなければいけないという形で、その

後の整備につながった経緯があります。私もぜひ

整備していただきたいということで、当時あそこ

ら辺は何もなかったのです。今それからすれば、

公衆便所から始まりまして、隣の瀬野地区への階

段、そして桜の剪定、そして今回が今の遊歩道で

すね。あの遊歩道は、脇野沢が戦前のあたり、石

像、それが三十三観音になって、きれいに上下に

行って、全部三十三観音をお参りできるというふ

うな愛宕山の中身になっていますので、その点に

ついては整備、十分お願いして、次に移りたいと

思います。

特別職給与につきまして、これもまたちょっと

調べましたら、平成23年６月定例会です。先ほど

、 、壇上でお話ししました大震災で ３月定例会では

たまたま暫時休憩になって、本来であれば現議長

の大瀧議員が４番目の登壇者で質問する流れだっ

たわけですけれども、市長の申出により議運が開

催されたと。たまたま25分間の休憩、議運をやっ

ている最中に大きな地震となったと。そして平成

23年６月定例会、私も通告して、その愛宕山公園

を含めた形で、当時の市長の給与を戻してもいい

のではないかと、戻すべきではないかというふう

な中身で質問した経緯があります。

当時の記憶として、合併の際に約24億8,000万

円ですか、約25億円の赤字、４市町村が集まった

ときに総体の赤字が約25億円だったのです。当時

前市長は、その赤字解消、そして財政再建を目指

すということで一生懸命努力して、平成23年度の

１年前に、計画の１年前に赤字解消を図ったと。

ですからこそ、15％の減額でなくて、元に戻すべ

きだという思いで一般質問をした経緯がありま

す。

市長は、ご自分のことで、言いづらい部分があ

るかと思いますけれども、身を削る。身を削るの

、 、も結構ですけれども 答弁は求めませんけれども

、 、ちょっと確認したいのですが 昨年の６月頃です

市長がコロナ対応で議長に説明したいということ

で議長室に来たとき、その際の印象がありますの

で、ちょっと確認したいのですけれども。

昨年の６月賞与はどうなっていますか。たしか

返納という話。そのときの印象が私は強かったも

ので。市長の言葉で、それでも我が家には40万円

入りますよと言った言葉、今でも。我々はたった

賞与15％、約10万円程度の返納しかしませんでし

たけれども、そういう思いをもっともっと、今現

在も５％の減額しているというのを市民なり周辺

に、ひょっとすれば、この議場の議員なんかも分

からないでいるかも分かりません。こういったの

をエフエムアジュールを通じて市民に知らせるべ
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きだとの思いから私は今一般質問、これも含めた

形で行っているところで、その思いは重々分かっ

、 、ておりますので 議員も市民も意外と知らないと

。 、もっと周知させるための発言もありますと 市長

何かありますか。一言でも。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 先ほど答弁したとおり、今

の厳しい財政状況や社会経済情勢を考慮しての給

与の削減ということであります。財政健全化への

不退転の決意と先ほど申しましたけれども、それ

は言葉だけではなくて、実態が伴う形でお示しし

たいというような思いからの施策でありますの

で、ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 時間外勤務について、質問

の最後となりますけれども。

この１年間、コロナ禍の中、新たな事業が次々

と実施されてきております。その中で常に見てお

、 。りますと 職員への負担が大きいのではないかと

先ほど休暇も取りやすくするよう努めているとい

うふうな答弁がありましたけれども、休み等も相

応に与えているのか、取られているのか、その点

についてちょっと具体的に説明願いたいと思いま

す。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

職員の年次休暇というところでございますが、

先ほど申しましたように、様々な取りやすくする

工夫を施して、取得促進について取り組んでござ

います。今年度につきましては、まだ全部の集計

が終わっておりませんので、実績はお示しできな

いのですけれども、ほぼ例年並みに年間10日程度

取得していると今のところ推測してございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 時間外につきまして、コロ

ナ禍以前と比較して、通告も何もしておりません

けれども、コロナ禍の以前と比較して、当然何か

しら増えているのではないかと思いますが、その

点についてちょっと説明願います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

時間のほうがもしあれば、部長のほうから答弁

をさせますけれども、コロナで増えているという

か、コロナで偏りがあるというふうに思います。

コロナ対応で、例えばプロジェクトチームに入っ

ているメンバーについては、大変これは業務量が

多くなってございますので、土日、それから夜間

ということで残業していると思います。そこから

例えば抜けた課の職員も、これまた負担が大きく

。 、 、なっているというふうに思います ただ 一方で

イベントがなくなった分で、少し緩和されている

という部局もあると思います。ですから、市役所

全体のそうした業務のバランスがかなり大きく崩

れているというのが私の実感でありまして、ただ

仕事の管理をしていく上では、私自身は時間の管

理というのは物すごく大事なことだと思います

が、それともう一つ、やはりやりがいということ

も大切だと思っています。そのバランスをしっか

りと取りながら休暇も取っていただいて、よりよ

い職場になるようにこれからも、コロナ禍でも努

めていきたいと、このように考えてございます。

〇議長（大瀧次男） 19番。

〇19番（佐々木隆徳） 最後に、若干苦言となるか

どうか分かりませんけれども。

私は、市長就任当初から、市長の能力は十二分

に、十三分にも買っています。発想、企画、行動

力。それらを市長、職員が市長のような、もちろ

ん職員の能力もあるのは重々理解しています。自

分と同じような形での見方というのはしないよう

に。これは、ある意味私みたいなぼんくらとは当

然レベルが違うというふうなのは十分認識してい

ます。
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今後も職員の多忙さは続くものと思いますが、

過重労働にならないよう、市長をはじめ理事者の

皆さんに配慮をお願いして、一般質問を終わりま

す。

〇議長（大瀧次男） これで、佐々木隆徳議員の質

問を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎東 健而議員

〇議長（大瀧次男） 次は、東健而議員の登壇を求

めます。４番東健而議員。

（４番 東 健而議員登壇）

〇４番（東 健而） 市誠クラブの東健而です。

明後日で東日本大震災から10年目を迎えます。

今朝のニュースですが、誰もが恐怖を感じたあの

ときの思いが今では風化が進み、70％の人たちが

忘れていると報じられていました。また、福島県

の近辺では、マグニチュード4.1の揺れが209回、

469回の微震度が観測されたそうであります。コ

ロナ禍ではありますが、何が起こるか分かりませ

ん。改めて災害に対する自助、共助、公助の行動

を確認したいと思います。

さて、厳寒で断続的な降雪に悩まされ続けたむ

、 、 、つ市も ３月に入り ようやく除雪から解放され

雪解けが感じられる頃となりました。新型コロナ

ウイルスのワクチン接種で、行動を制限され、不

安を抱いていた我が国の人々にも少しずつ希望の

光が見えつつあり、またオリンピック組織委員会

の混乱もようやく一段落したようであります。ワ

クチン効果が不安を払拭し、今年こそはコロナ禍

から解放され、アスリート及び全世界の人々が在

来と同じに自由に参加できるオリンピックを開催

できることを期待したいと思います。

また、３月は卒業シーズンであります。川内に

ある大湊高等学校川内校舎では、３月１日に卒業

式が挙行されました。校舎への道路がつくられ、

学びやの建築が始まってから43年もの歳月が流

れ、この間2,712人の卒業生を送り続けましたこ

の学校が、３月31日をもって閉校になります。私

は、この校舎ができる前から、この下で商売を営

み、暮らしてきました。閉校には、多くの懐かし

、 。さと一抹の寂しさが感じられ 残念でなりません

この間、長年にわたり地域の子供たちを学業、

スポーツを通じて育み、成長過程の悩み相談や進

学、就職支援など、多くの面で支え続けてくれま

した川内校舎の代々の校長先生はじめ多くの先生

方、そして事務職の皆様方に、卒業生並びに父兄

の皆様に成り代わりまして、心から深く感謝と御

礼を申し上げます。本当にありがとうございまし

た。

さて、今回この川内校舎の閉校を質問として取

り上げましたのは、この校舎が今まで地方の最高

学府としての役割がなくなることによって、今後

地域文化の形成に多くの影響を与えることからで

あります。

青森県の所管の施設ではありますが、西通り地

区の文化の殿堂として、また避難所など当市との

関わりの深い施設でもあります。空き校舎の今後

については、付近住民も大変な関心を寄せていま

す。今後市として利活用をどのように県へ提案し

ていくことが望ましいのか、問題点を少し掘り下

げて質問させていただきます。

それでは、前置きはこれくらいにしまして、む

つ市議会247回定例会を迎え、今回は２項目の一

般質問を行います。
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１項目めは、大湊高等学校川内校舎の閉校と市

の関わりについてであります。質問の１点目であ

りますが、閉校後の校舎の利活用について。校舎

は、付近住民の子供たちが多く学び、そして卒業

し、このたび３月１日、最後の卒業生11人が旅立

ち、閉校になりました。この校舎の利活用につい

て、これまで市または県、いずれかからでも結構

ですが、話合いの場が持たれたかどうかお伺いい

たします。

、 。２点目 校舎の保全管理はどのようにされるか

閉校後、３月31日までは、いましばらくはこの状

態が続くと思います。生徒や先生方のいなくなっ

た後の管理はどうなるのか。不特定多数の人間や

動物たちが入り込む可能性が高く、警備上不安が

残ります。蛎崎の小学校では、閉校後、熊が壊れ

たガラスのところから入ってきて大騒ぎになった

事例がありました。最近民家近くでの熊の目撃情

報がテレビで報道され、国道への猿の出没が珍し

、 。くなくなり カモシカが国道を闊歩する時代です

危害回避の問題が現実のものとなってまいりまし

た。

さて、川内校舎は高台にあります。最近鹿の鳴

き声だと思いますが、今まで聞いたことのない声

や、小動物などの鳴き声が聞こえるようになって

きました。今年は雪が多く、柵を越えて敷地内に

入っているようであります。管理が不十分になれ

ば、裏山から動物たちが校舎へ入り込み、すみつ

くことも考えられます。閉校後の当市の小学校が

そうであったように、次第に荒れ放題になり、ど

んどん朽ちていくことと思います。校舎の下で生

活している私どもにとって、思わぬ危害や危険が

迫ってくるのではないかと心配であります。県に

閉校後の保全管理についてどのように考えている

のか、その対処方針を示すようお聞きいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

３点目、避難所設営は担保されるか。川内校舎

、 。は 川内にある避難所の一つに指定されています

しかし、閉校で校舎には人員の出入りがなくなり

ますので、避難所設営はどのようにされるのか。

運営については、10年前の東日本大震災で避難

所が開設されました。また、先月の２月15日、陸

奥湾沿岸に高潮警報が発令されたとき、市から放

送による避難勧告が発令されています。実際は、

西通り地区は当日西風だったため、住民は陸地に

高潮が打ちつけてくることはないと考えたのか、

。 、多くの人たちは自宅で待機していました しかし

これからはどんな災害が発生するか分かりませ

ん。住民が避難できる避難所としての役目が担保

されるのか、市民の一人として誠に心配でありま

す。もし地震や津波、集中豪雨などの緊急避難が

必要なとき、校舎が閉鎖されてしまえば、付近住

民の頼みの綱がなくなり、逃げ場所がないことに

なりますが、避難所設営は継続されるのでしょう

か、お伺いいたします。

４点目、避難所指定の継続でライフラインはど

うなるかということであります。避難所としての

指定を続行され運営されるのであれば、最も重要

な事項はライフラインの確保であります。閉鎖さ

れると、ライフラインの利用がなくなり、維持管

理も止められると思います。電気や水道、ガス、

電話、トイレ、食料、多くの生活物資などの蓄え

はどのように保存、保持、保管されるのでしょう

か。

５点目、施設周辺の安全管理について。大湊高

等学校川内校舎開校後、２年目と３年目に大雨被

。 、害がありました 当時周りはまだ盛土だったため

道路の山側が２度の地滑りを起こし、道路に土砂

が流れ込み、車やバスの通行ができなくなったと

きがありました。先生方や生徒は、徒歩で校舎へ

上っていっていました。緊急に土砂が取り除かれ

ましたが、その後地滑り止めの保全工事が実施さ

れ、芝生施工や桜や松の木も植樹され今日に至っ
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ています。その松と桜も四十数年を経て大きくな

り、枝葉が横に伸びて道路にはみ出し、電線に当

たるようになり、切らなければならないほどに大

きくなっています。

また、除雪対策も懸念される事案であります。

今年の冬は、大みそかから正月過ぎ、大変な大雪

に見舞われました。校舎までの道路は吹きだまり

になって、約50センチの雪が積もりました。正月

休みの中で、先生も生徒も登校せず、除雪される

こともなく、これが数日間続きました。人と車も

通行できませんでしたが、除雪されたのは正月が

過ぎてしばらくたってからのことでした。

こんなとき地震などの大きな災害が起きれば、

住民避難はできませんので、一瞬不安がよぎりま

した。それでも、警備保障の車は任務のため道路

、 、脇まで来ていましたが 車の通行ができないため

国道338号の道路の横の雪を片づけて、そこへ車

を置き、深い雪の中に足を取られながら、除雪さ

れるまで毎日上まで徒歩で上り、元気に自分の持

分の仕事をしていたようであります。これを見て

私は、因果な商売だなとつくづく思いながら、こ

のように冬には豪雪も懸念され、避難の妨げにな

るのではないかと思っています。避難所として継

続されるのであれば、これらの対策をどのように

お考えでしょうか、お伺いいたします。

６点目、今後の施設の利用と管理に関する住民

説明についてであります。閉校を大方の市民は知

っていますが、まだ知らない市民もいると思いま

す。県の施設ではありますが、当市の子供たちが

通学した校舎であります。西通り地区には多くの

父兄や生徒だった人たちも暮らしています。利活

用についてのアイデアが出てくることも考えられ

ます。閉校後の施設はどうなるのか、透明性を高

めることも必要です。県も市も、施設の今後の在

り方について市民に知らせるべきではないかと思

いますが、いかがでしょうか。

７点目、自転車置場の利用について伺います。

校舎の下に生徒たちが使っていた自転車置場があ

ります。この場所に設置された駐輪設備が次第に

腐食して壊れてきています。ここは、周りの雑草

が大きくなれば、用務員さんたちが除草していま

した。管理をせずにこのままにしておけば、雑草

や木々が大きくなり、危険になります。校舎を避

難所として利用される場合、校舎の下に駐車場が

必要になるときもあると思います。その際には、

自転車置場を車の駐車場として利用するよう要望

できないものでしょうか。

次は、２項目め、災害の発生予想に対する課題

と対策についてであります。

１点目、災害の発生予想と市民の意識調査につ

いて。災害は、思わぬときに思わぬ場所で発生し

ます。この災害から市民の安全安心を守るために

事前に予想図を作り、配布しているのがハザード

マップであります。一方で、市民は自分の身辺、

身近な場所の危険に対してどのように理解し、避

難しようとしているのか分かりません。マップに

よって、自分たちの地域での危険を避けるため、

避難の仕方などを考えていますが、行政では市民

がどのように考えているのか分からないと思いま

す。ついては、ハザードマップに対する市民の理

解度と浸透度についてアンケートを取って参考に

する必要があるのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

また、最近災害の大きさが次々に変わってきて

います。その変化で現在調査や変更を余儀なくさ

れている箇所などがあるのではないでしょうか。

危険増大が懸念されてきたところがどのくらいあ

るのか、分かりましたらお知らせください。

また、市民への危険の普及啓発などはどのよう

になされているのか、併せてご報告をお願いしま

す。

２点目、災害のリスクコミュニケーションにつ
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いてであります。最近微振動地震が頻発していま

すが、大地震の余震ではないかと心配です。２月

に入り、青森県の東方沖や北海道の東方沖、陸地

、 、 、の直下型地震など また２月14日には岩手 宮城

福島などの太平洋プレートが原因の震度６強の地

震があり、２月23日には午後４時10分過ぎ、伊予

灘の付近で地震がありました。これらは、東日本

大震災の余震とのことですが、非常に驚かされま

す。

また、本県の青森市の沖合に震源地があること

が新聞報道されました。温暖化の影響により、い

つ、どこで、どんな災害が発生するか分からない

状況になっていることを暗示しているようであり

ます。

私は今まで、世界中で地球の地殻変動が活発に

、 、 、なってきているのではないかと考え 防災 災害

避難対策などを数度質問し、地震と関連する災害

について、機会あるごとに取り上げてまいりまし

た。地震は、太平洋側ばかりではなく、日本海側

も警戒の余地があります。日本列島の内陸部でも

地震があります。北海道での大規模な山崩れやブ

ラックアウト、ホワイトアウトなども、思いがけ

ないつい最近の災害の一つであります。豪雨によ

る災害も、今まで考えられないほどの大きな規模

になっています。忘れた頃にやってくる危険を現

実のものとして捉えること、そしてふだんから危

険を共有するための取組を市民に教示することが

できれば、避難行動は飛躍的に伸びると考えられ

ます。

ハザードマップは、危険災害から自分の命を守

るためのものであります。その機能を、作成した

行政の意向どおりに市民にしっかりと行き渡らせ

ることが大切であります。しかし、市民は自助と

いう概念に疎い方もいるというデータもありま

す。配られても、読むこともなく折り畳んでしま

、 、っておく人や捨ててしまう人 全く関心がない人

何が配られたか分からない人などがあります。危

険についても、長年生活している、今まで何もな

いから自分のところは大丈夫という考え方を持っ

ている人が大勢いるという事実を知り、行政もそ

の対策に苦慮されているのではないでしょうか。

したがって、配布したからよいのではなく、市民

がマップを利用するためにどのような工夫、方法

を考えればいいのか、自助を喚起できる対策につ

いて、大変重要だと考えます。市民との危険に対

する対話、すなわちリスクコミュニケーションを

どのように捉えているのか伺います。

３点目、住民の意見を取り入れたハザードマッ

プの作成についてであります。災害のイメージの

固定化、安全情報との誤解を回避する対策や、災

害リスク情報を取得し、避難する住民の主体性を

引き出す対策、またハザードマップは作って終わ

りではなく、作ってからが始まりであり、地域の

特性を踏まえて、なるべく多くの災害リスクの情

報を提供することが必要であろうかと思います。

災害が起きれば、住民は誰かが助けてくれるだ

ろうと考えています。そのような人が多くなって

います。このように考えれば、公助に依存するこ

とは自助としての主体性がないことになり、懸念

されるべき事案であります。危機意識を自分で考

えるようにしなければ、幾らすばらしいハザード

マップを作っても役に立ちません。住民が声を出

し合って地域の危険について話し合うことも重要

。 、です リスクを自分自身で考えるようにするには

どのような対策が考えられるか。

また、記憶が定かではありませんが、たしか八

戸工業大学のご協力で、脇野沢中学校の生徒との

避難対策の話合いがなされ、研究課題を真剣に話

し合ったと伺っています。コロナ対策で大変な今

日ですが、このような場を市民参加のハザードマ

ップ作りに活用するなどの考えはないかお伺いい

たします。
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４点目、自主防災組織率の低調な要因について

伺います。２月12日の新聞記事で、本県の自主防

災組織率が55.4％で全国ワースト２位と書かれて

いることを知りました。また、当市の場合は防災

、 、組織率は26.9％ 団体数は40となっていましたが

他の市と比較すると、組織率が随分低く感じられ

ます。

組織化について、少し私見を述べさせていただ

きますが、昔は火事が起きれば、率先して自前の

、 、バケツを持ち出し 村人総出でバケツリレーをし

消火に当たり、水増しという洪水が起きれば、村

全体で知恵を出し合い、人足という村人が資材を

持ち寄り、声をかけ、総出の参加で自主的に災害

復旧に参加、協力していたものです。

最近この共助と言われる共同作業がなくなって

しまいました。時代が変わり、人と人との絆を重

んじる風潮が希薄になり、人足や共同作業の姿が

見えなくなって、これらが疎んじられてきている

のはなぜでしょうか。時代の変化で少子高齢化の

ためだとか、おせっかいだとか、そして行政の指

導力不足が原因だと懸念する声もあります。例え

て言えば、消防団に入る人が少なくなっています

が、組織の多様化と一人世帯の増加なども原因で

はないでしょうか。組織率が低調なのは、これば

かりではないと思います。市として自主防災組織

率の低調な要因は何だとお考えでしょうか。

５点目、住民の避難に対する意識改革について

であります。災害が起きてしまってからでは仕方

がありませんが、人的被害を防ぐためには、災害

を事前に察知し、人々にそれを知らせ避難させる

ことが不可欠であります。その場合の避難喚起と

避難誘導などは、主として現在各地区の庁舎の方

々と地域の消防団の方々が、その任務に当たって

います。

この場合、住民が自主的に避難するかどうかで

ありますが、今問題なのは、今まで長年暮らして

きても災害にも災難にも遭っていない、自分のと

ころは大丈夫、災難には絶対遭わないという意識

です。この結果が今まで大きな人災につながって

きました。何回も指摘してきましたが、豪雨災害

、 、 、 、や地震 津波 台風 地滑りなどの大きな災害は

、 。 、 、いつ どこで起きるか分かりません 自助 共助

公助の災害に対する住民の意識改革をどのように

捉えているかお伺いいたします。

６点目、住民の避難時の判断基準についてであ

ります。災害には、今まで示してきたとおり、大

きな災害、小さな災害など、いろいろなものがあ

ります。いつ、どこで、どんなことが起きるか分

からず、このときの避難の判断が難しいことも事

実であります。

今まで我が国で多くの災害が起こったとき、避

難するそのタイミングが分からず、多くの方々が

命を落としました。今か今かと考えているうちに

津波にのみ込まれたり、土砂崩れに家が押し潰さ

れて、その下敷きになったり、上流の大雨の発生

が分かっていたにもかかわらず、どこへ、どのよ

うにして逃げればいいのか、ふだんの避難の仕方

が分からず、避難が間に合わなかったという事例

を我々は多く見てきました。

このようなときにどうすればいいかを頭の中に

たたき込むことが必要です。逃げるか逃げないか

ではなく、ふだんから災害から避難する基準をは

っきり市民に知らせておくことも行政の重要な務

めであるような気がいたします。行政では、市民

が避難するときの判断基準について、必要かどう

か、どのような対応を考えているのかお伺いいた

します。

これで壇上からの質問といたします。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 東議員のご質問にお答えい

たします。
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まず、大湊高等学校川内校舎の閉校と市の関わ

りについてのご質問につきましては、担当部長か

らの答弁とさせていただきます。

次に、災害の発生予想に対する課題と対策につ

いてのご質問の１点目、災害の発生予測と市民の

意識調査についてお答えいたします。災害の発生

予想につきましては、むつ市防災マップをご確認

いただきたいと考えてございます。市民の皆様の

防災マップに対する意識向上のためには、出前講

座や各種広報により防災マップの理解促進に努め

ることがアンケート調査より必要であると考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、災害のリスクコミュニ

ケーションについてお答えいたします。災害リス

クコミュニケーションは、自助、共助の意識の高

揚、醸成に効果的であると考えており、出前講座

等において市民の皆様とリスクコミュニケーショ

ンを図ってまいりたいと考えております。

次に、ご質問の３点目、住民の意見を取り入れ

たハザードマップの作成についてお答えいたしま

す。防災マップの作成は、洪水、土砂災害及び津

波の想定が見直されたタイミングで行われること

から、市民の皆様の意見を取り入れることも重要

ですが、新たな想定を速やかに市民の皆様にお届

けするという観点がより重要であり、難しいもの

と考えてございます。

昨年６月に市民の皆様にお配りした防災マップ

において、市民の皆様自らが自宅近隣に潜む危険

箇所、避難所の位置、避難経路等を作成していた

だけるようマイハザードマップの作成ページを掲

載しておりますので、ぜひご活用いただきたいと

考えております。

次に、ご質問の４点目、自主防災組織率の低調

な要因につきましては、高齢化、人口減少、近所

付き合いの希薄化等が考えられます。

次に、ご質問の５点目、住民の避難に対する意

。 、識改革についてお答えいたします 災害の発生は

他の危険の発生と比較し、総体的に発生確率が低

いことや、幸いなことに当市においては大きな災

害が少ないことが避難に対する意識が向上しない

要因であると考えております。

次に、ご質問の６点目、避難するときの判断基

準についてお答えいたします。平成31年３月にお

いて、避難勧告等に関するガイドラインが改定さ

れ、自らの命は自ら守る意識を持ち、自らの判断

で避難行動を取るとの方針が示されました。気象

庁から発せられる情報に５段階の警戒レベルが明

記されることになりました。この警戒レベルにつ

きましては、市民の皆様にとっても避難を判断す

る重要な要素となり得るものでありますことか

ら、テレビ等の速報、防災かまふせメール、ツイ

ッター、ＬＩＮＥ、フェイスブック、ホームペー

ジ等において周知が図られますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） 大湊高等学校川内校舎の

閉校と市の関わりについてのご質問の１点目、閉

校後の校舎の利活用についてお答えいたします。

大湊高等学校川内校舎は、青森県所有の建物で

あり、青森県において閉校後の利活用の予定がな

いことから、令和２年12月22日付で県から市へ利

活用の意向について文書による照会がありました

が、話合いの場は特にありませんでした。

次に、ご質問の２点目、校舎の保全管理はどの

ようにされるかについてお答えいたします。大湊

高等学校川内校舎につきましては、今後大湊高等

学校本校が見回り等により状況を把握しながら、

危険防止対策を含めた管理を継続すると青森県教

育庁からお伺いしております。

次に、ご質問の３点目から７点目までにつきま

しては、関連がありますので、一括して答弁させ

ていただきます。
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大湊高等学校川内校舎は、川内地区においては

津波災害にも対応した大規模な避難所であり、ま

さに地域の拠点とも言える避難所であると認識し

ており、所有者の青森県には適正な維持管理に努

めていただきたいと考えております。

一方で、避難所としてのみの取得につきまして

は、現在のところ考えてございません。同校の避

難対象地区である桧川地区においては、避難が必

要となる災害は土砂災害及び津波災害が想定され

。 、 、ております 土砂災害は 強い降雨が前提であり

気象状況等から降雨の予測は可能でありますし、

、 、津波につきましても 内閣府の公表によりますと

陸奥湾内においては青森県東方沖を震源とする地

震発生から津波の第１波が到達するまでに２時間

30分程度とされておりますことから、いずれの場

合におきましても、事前に住民の皆様に対して防

災行政無線、防災かまふせメール、ＬＩＮＥ等の

あらゆる手段を活用し、事前に情報を提供するこ

とで、安全に近隣にあります川内中学校や川内小

学校に避難していただくことが可能であると考え

ており、今後において周知を図ってまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（大瀧次男） この際、会議録署名議員が不

在となりましたので、会議録署名議員を追加指名

いたします。

９番富岡直哉議員を指名いたします。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） ご答弁ありがとうございまし

た。

大湊高等学校川内校舎のこれからということで

すが、昨年の12月22日ですか、文書による意向を

打診されたということであります。その後大湊高

等学校の本校のほうで見回りをするということで

ありますが、ということであれば、避難所の設営

というものは、これは今までどおりでよろしいの

かどうかお伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

閉校になりましても管理は青森県ということ

で、当分の間は避難所としての運営ということは

可能かと考えております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） 私が一番この質問をするに当

たりまして懸念しておりましたのは、管理運営が

なくなるということでありました。今までどおり

に継続していただけるのであれば、閉校になって

も仕方がないことですので、了といたします。大

湊高等学校川内校舎のほうは、これで終わりたい

と思います。

それから、災害のことについてでありますけれ

ども、陸奥湾沿岸に高潮警報が発令されましたと

きに、当市の湾沿岸周辺に避難勧告が出されたと

いうことは、質問でも取り上げました。市民はこ

のとき、この陸奥湾沿岸の市民はどのような行動

を取ったのか。このとき、勧告された場所の数と

避難した人の数はどのくらいあったのかお伺いい

たします。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

２月15日の高潮警報における避難勧告の対象地

区は、むつ地区では中野沢をはじめ21地区、川内

地区では戸沢をはじめ11地区、脇野沢地区では小

沢をはじめ８地区、計40地区のそれぞれの沿岸部

。 、 、となっております 避難者数は むつ地区で10人

川内地区では14人、脇野沢地区では２人の計26人

となっております。
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〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） 避難勧告が出たにもかかわら

ず、大分避難する人の数が少ないように感じられ

ますけれども、この人たちは若い人たちでしょう

か、それともお年寄りたち、または混合といいま

しょうか、どのような人たちが避難したのでしょ

うか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 年齢構成等については、申

し上げる状況にないと理解をしていただきたいと

思います。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） 分かりました。とにかく避難

するときには、何かあまり危機感を感じていない

方々が大分多いように感じられました。私自身も

避難勧告が出たときに、大湊高等学校川内校舎の

ほうへ行ってみました。でも全然避難した人が見

当たらなくて下りてきましたけれども。

やはり市民は、幾ら避難勧告が出たとしても、

自分の身が危険な状態に置かれたとしても、何か

このような状況では逃げる気がないのではないか

というような気がしてなりません。この動きを早

めるためには、何かをやっていかなければならな

いと思いますけれども、ハザードマップを見た人

もいれば、見ない人もいます。そういうふうな緊

急な放送なんかになれば、やっぱり放送のほうが

優先されて、避難するということも鈍ってくるの

かなと思いますが、このための対策というのは何

か考えることがありますでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

市といたしましては、災害時にはまず自分の身

を守っていただく行動を取っていただくというこ

とが大前提でありますことから、このような自助

という部分、共助という部分を推進するように、

今後も広報等で努めてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） 今回は、大湊高等学校川内校

舎の閉校と防災関係の質問をいたしましたけれど

も、これもやっぱりみんな市民に密着するような

ことであります。

いろんな面で行政では一生懸命になっているの

はよく分かります。市長が先ほど申し述べました

防災に関する冊子、３部、あれを見てきましたけ

れども、川内の場合は洪水の避難がなかったよう

、 、な感じがして あれっと思ってきましたけれども

川内は私が中学生のあたり、川の全面的な改修工

事をやりまして、洪水にならないということから

ああいうふうに川内の洪水のものがなかったのか

と思いますけれども。

とにかく、これからいろんなことがあります。

先ほど質問でも述べましたとおり、微振動やちょ

っとした大きい地震が頻発しています。この下北

半島の沖合でも揺れている、地震が発生したとい

う事例がどんどん多くなってきています。このた

めの対策は、とにかく行政の対策はハザードマッ

プだけではなくて、もう少し神経を使ったような

対策をお考えいただきたいと思います。

それから、もう一点お聞きしたいと思いますけ

れども、今朝ほど防災専従員の不在というのを新

聞で目にいたしました。当市では６人の防災の専

従員がいるということが書かれていましたけれど

も、この専従員の数というのは、どのぐらいいれ

ばいいのか、私たちはちょっと分かりませんけれ

ども、市長、この専従員の数はこれでよろしいで

すか。６人で足りていますか。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

６人で足りるかどうかということの前に、もう

少し神経を使った対応をしろというようなご指摘

を受けましたけれども、災害のときというのは、
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初期の段階では行政というものが果たす役割とい

うのは極めて限定的です。というのも、放送を流

したり、繰り返し避難をお願いするということし

かできません。東日本大震災なんかを見ても、ま

さにそのとおりだったと思います。

翻って、例えばですけれども、東日本大震災で

被害に遭われた方々、特定の場合を除いて、例え

ば大川小学校とかそういう場合を除いて、被害に

遭われた方々が、それでは賠償を当該市や県に求

めることができるかというと、これはできていな

いわけです。したがって、そういう法的な観点か

らも、行政の役割というのはすごく限定的なので

す。だから、考えなければいけないのは、さっき

自分は逃げなかったというふうに堂々とおっしゃ

いましたけれども、出したら逃げてください。避

難してください。そういう行動が連鎖をするので

す。

日曜日のＮＨＫのスペシャルで、どうやって人

々が東日本大震災の津波から避難したかというよ

うな放送をやっていました。これは、まだまだ検

証が必要な部分だと思うのですが、ある一人の人

間が率先して避難したことによって、特定の集団

が一斉に避難を開始したというケースが閖上、あ

るいは石巻で見られたと。このことについては、

これからの防災の最前線の行政の中で考えていか

なければいけないことだというふうに思います。

だから、市議会議員がそういう形で、自分は避

難しなくていいのだとなれば、これはみんな避難

しないですよ、それは。そうでしょう。私たちが

率先して避難しないと、住民の方々避難するはず

がないではないですか。まず、そのことを私は申

し上げたい。

その上で、専従が６人でいいかどうかというこ

とについては、いざ災害になれば、庁舎にいる

500人全員で対応するわけですから、それは全く

問題がないと私は認識しております。

〇議長（大瀧次男） ４番。

〇４番（東 健而） 避難勧告のときに私が逃げた

というよりも、避難に来ないのだろうなと思いな

がら、どのぐらいの人たちが逃げているのかなと

いうことを確認の意味で行ったわけであります。

それでも、隣近所にはこの避難勧告がかかってい

ますので 「逃げる段取りをしたらどうだ 「逃、 」、

げたらいいのではないのか と言いましたら 西」 、「

風だから、ここら辺はもう全然災害には遭わない

のだ」と。南風といいまして、やませが吹けばま

、 、ともになのですけれども 西風の場合でしたので

私もそれ以上の声かけはしないで終わりました。

しかし、人命救助の観点から申せば、人が逃げる

のを助けるために私はこれからも声をかけたり、

車で逃げられないときもあると思います、そうい

うときには、できる限り皆さんに避難を呼びかけ

ていくように努力したいと思います。

市長に怒られたような感じがいたしましたけれ

ども、私は何も別に自分一人で逃げようと思った

わけではございません。そのことだけはご理解い

ただきたいと思います。

防災についても、大湊高等学校川内校舎のこと

についても、大体の答弁をいただきましたので、

これでよしといたします。

今回はこれで終わります。

〇議長（大瀧次男） これで、東健而議員の質問を

終わります。

、 。ここで 午後１時55分まで暫時休憩いたします

午後 １時４６分 休憩

午後 １時５５分 再開

〇議長（大瀧次男） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐賀英生議員
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〇議長（大瀧次男） 次は、佐賀英生議員の登壇を

求めます。６番佐賀英生議員。

（６番 佐賀英生議員登壇）

〇６番（佐賀英生） こんにちは。６番、市誠クラ

ブの佐賀英生でございます。むつ市議会第247回

定例会に当たり、通告に従いまして一般質問させ

ていただきます。理事者各位の前向きな答弁、よ

ろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスの日本での蔓延から、はや

13か月が過ぎようとしております。いまだ終息の

めどが立たず、最盛期よりやや沈静化しているも

のの、いまだ日本各地で発症しております。厄介

なことに、変異型も見られるようになり、どこま

でが一区切りかということが見通せない状況にあ

ります。その間、季節ごとに暴風雨などの災害も

被ることになり、日本のみならず世界的に大変な

１年余りだったと思われます。

今年は、東日本大震災の発生から10年がたち、

、いまだ不明者2,559名の方々が家族の元に帰れず

つらい日々を送っておられることと思います。東

日本大震災を思い出させるかのように、２月13日

23時過ぎに大きな地震が発生し、10年前のことが

頭の中をよぎりました。それ以降、日本各地、ま

た世界の箇所箇所で地震が頻発しております。私

たちは、10年前の東日本大震災の悲惨さを忘れか

けているとは言いませんが、記憶が薄れかけてい

て、少し油断しているのではないかと思っており

ます。

災害は忘れたころにやってくるのではなく、い

つでも、どこでもやってくると肝に銘じ、心がけ

て過ごしていかなくてはならないと思っている今

日この頃であります。

それでは、通告に従いまして、３項目９点につ

いてお伺いいたします。

ここ一年、不要のときは家にいることが多くな

り、テレビを見る機会が増え、放送ではコロナ禍

の影響により離婚率が下がるとともに、結婚した

いと思う人が増えているとのこと。ブライダル関

連の仕事をしていた経験がある私としては、興味

津々、食い入るように見ておりましたら、ＡＩに

よるマッチングがかなり功を奏しているとの報道

で、趣味や性格、相性の果てまで、かなりの高確

率で結びつけていると報道されていました。

私は、ここで来たかと、率直に感じました。出

会いとは、ありそうでなかなかなく、友達、友人

関係なら難しくはないのですが、恋愛となるとそ

ういかず、ましてや情報ツールの発達している現

在において、人と人とが直接温度を持って会うと

いう機会が減ってきているように感じられ、今日

では出会うという機会と時間が短縮されているか

らだと考えております。恋愛感情まで行き着くに

は、ある程度の時間と会話、相手を知る観察能力

が必要になるからです。

結婚願望が薄い人、ない人はフランクに付き合

えるのですが、結婚願望がある人は対象者として

見てしまい、いささか構えるし、慎重にもなって

しまうため、少し硬くなってしまうこともありま

す。そうなると、友達同士の交流で構える人も出

てきてしまうので、少し大変です。年齢が上がれ

ば上がるほど顕著に見られる行動で、致し方ない

と言えば致し方ないのですが、フランクな感じと

は言えなくなることがしばしばです。

ＡＩでのマッチングでは、申込者が結婚を前提

としていることや、ルックスや会話、年収などは

さておき、性格を主体とした趣味や環境を重視し

たマッチングを設定しているために、高確率での

。 、出会いが生まれるとのことです 残念ながら私は

経験もありませんし、携わったこともありません

ので、感想を述べることはできませんが、私の仕

事上の経験では、出会いというのは様々な形があ

り面白いものです。特に多いのが、最初は相手が

嫌いだった人やタイプでなかった人と結ばれてい
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るということです。詳しくは言いませんが、私に

はよく分かる方程式です。時代がＡＩを求めてい

るのならば、それもありですし、私はよい出会い

の一つでもあると考えます。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１点目として、むつ市の婚姻数について。

２点目として、むつ市の出生数について。

３点目として、ＡＩを活用した結婚支援につい

て。

、 。以上 ３点について市長にお伺いをいたします

次に、２点目の震災対策について質問いたしま

す。３月５日に浅利議員が詳しく質問しているこ

とと思われますが、私は当日、大変恩義のある方

の奥様の葬儀で出席かなわず、聞くことができま

、 。せんでしたので 簡単に質問させていただきます

前段でも述べましたが、10年前の東日本大震災

の思いや記憶が薄れかけてきているのではないか

と思われていると述べました。人は、いい意味で

も、悪い意味でも、忘れるということを知ってい

ます。しかし、この事件は忘れることなく、薄れ

ることなく、常に念頭に置いておかなくてはなら

ないことだと思っております。過去の一般質問で

も述べましたが、30年以内にかなりの確率で東日

本大震災並みの、もしくはそれ以上の地震が来る

と予想されており、備えはしておかなくてはなり

ません。最近は、旧町村単位での地震、津波対策

の避難訓練が行われていないと感じており、小規

模や町村内のブロック単位でも行うべきと考えて

いる一人でもあります。

大がかりではなく、とにかく逃げる、避難する

という習性を持つような訓練や行動に結びつくこ

。 、とをすべきではないかと思っております まずは

命を確保するということです。

東日本大震災以来10年、当時小さかった子供た

ちもそれなりの年齢になり、それなりの年齢の方

々はそれなり以上になっており、それなりに体力

も落ちてきていることでしょう。子供たちや若い

人たちは、10年といいますと結構長く感じられる

ことと思いますが、私の年代になりますと、あっ

という間にそんなのはたってしまっているという

のが率直な感想で、つい最近そのように感じられ

ます。

犠牲者の家族の方、いまだ不明の家族の方は、

現在においても東日本大震災は続いているのでは

ないでしょうか。一つの節目としてこの機会によ

くよく思い出し、震災に備えるべきと考えます。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

、 。１点目として 現状における震災対策について

２点目として、震災に対する当初の目的の達成

度について。

３点目として、現状における課題について。

、 。以上 ３点について市長にお伺いをいたします

次に、３項目めの女性の登用について質問いた

します。先般の東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会組織委員会、前会長の森喜朗氏の「女

性の話は長い 「組織委員会の女性はわきまえ」、

」 、ている という発言に端を発した女性軽視問題は

その後謝罪をしたにもかかわらず、かえって問題

を大きくしたこの行動は、国内のみならず世界に

も飛び火し、大きな話題となりました。本人は、

なぜこうなるかと、逆に疑問に思い、この問題に

ついて理解していないのではないかと私は感じて

おります。

当世、ジェンダー観について議論されている状

況がのみ込めておらず、昔気質の男尊女卑観が現

れてしまったのではないでしょうか。

私は、この問題は女性という性的なことではな

く、人間としての個人の資質の問題であり、男性

でも女性でも話の長い人はいるし、的を射ないこ

とを言っている人だっているわけで、女性を一く

くりにして大きくしてしまったことに反発を受け

たのではないかと思っております。当然その後の
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処理のまずさが決定的だったということは、言う

までもありません。

元来、始原は女性がリードしており、農耕が盛

んになってから、体力的に強かった男性に主導権

が移っただけの話であり、どうのこうの言うこと

ではなく、現在でも一部の国では女性が働き、支

えている国もあるのです。とはいっても、現実的

には、まだ一くくりに言いますと、男尊女卑的な

発言や行動が見られることも事実かと思います。

特に年齢の高い層に多く感じられ、会合などに行

きますと、いまだに「男性だから、上にどうぞ」

という言葉がたくさん言われます。その年代の方

々は、多分女性は慎ましやかに三歩下がって何と

やらを教え込まれた年代であり、決して他意があ

るわけではないとは思いますが、まだそういうと

ころがあるのではないかと感じております。

世界的に見て日本は、男女平等の度合いが先進

国７か国の中では最下位で、世界男女平等ランキ

ングでは、対象153か国中121位と、過去最低を記

録しております。ＯＥＣＤ経済協力開発機構にお

いても下位で、その要因は女性の政治家、閣僚、

大学教授、専門職の登用の低さが要因となってい

るとなっています。特に政治家の数と閣僚の数が

、 。とても低く 要因の大きな部分を占めております

だから、政治枠を設けて数字を示し、女性を引き

上げるというのもどうかと考えております。

私は、女性が働く環境の改善を求めることが大

切で、男尊女卑の意識改革を行うことにより、お

のずと女性の進出ができると考えているからで

す。そうなりますと、同時に所得も向上し、賃金

は上向くという方程式になると思っております。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１番目として、女性の職員採用数と男女比率に

ついて、２番目として、管理職への登用比率につ

いて、３番目として、国内及び諸外国の女性の各

分野における登用に対する市長の所見について、

市長にお伺いをいたします。

以上、壇上よりの質問とさせていただきます。

〇議長（大瀧次男） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 佐賀議員のご質問にお答え

いたします。

まず、ＡＩを活用した結婚支援についてのご質

問につきましては、担当部長からの答弁とさせて

いただきます。

次に、震災対策についてのご質問の１点目、現

状における震災対策についてお答えいたします。

東日本大震災以降、市では地域防災力の強化に向

けて様々な対策等を講じてまいりました。主なも

のを幾つかご紹介いたします。

まず１つ目といたしましては、地域防災計画等

の防災に関する各計画等の見直しと新規の策定を

いたしました。

２つ目といたしましては、ハザードマップや防

災マップの作成、配布を行い、またそれらを用い

て防災意識を醸成するための出前講座等の実施を

行ってございます。

３つ目といたしましては、全国瞬時警報システ

ムＪアラートの導入や、ＳＮＳ等を通じた災害情

報伝達手段の整備を行っております。

４つ目といたしましては、地域で取り組む防災

対策としてのむつ市避難行動要支援者支援制度の

推進や、自主防災組織への支援を行ってございま

す。

５つ目といたしましては、避難場所や避難所に

おける備蓄品の整備や、災害時には避難経路にも

なる道路の整備を行っております。

最後６つ目といたしましては、各種団体等との

災害時応援協定の締結であり、これらの取組は市

の防災力の強化に大きく寄与するものと認識して

おります。

次に、ご質問の２点目、震災に対する当初の目
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標の達成度についてでありますが、当市の東日本

大震災への対応についての課題は幾つかありまし

たが、主なものといたしまして、災害時用資機材

や物資等の備蓄、地域の協力体制の構築、災害時

の応援協力協定の締結がありました。

まず、災害時用資機材や物資の備蓄につきまし

ては、指定避難所98か所のうち、小・中学校等の

30か所と、市役所、各庁舎に毛布や暖房機器、発

電機、投光器等を整備したことから、避難所開設

のための備蓄は整備できていると考えておりま

す。

次に、地域の協力体制の構築につきましては、

避難行動要支援者名簿を作成し、消防や警察、民

生委員、町内会等へ提供しており、地域での支援

体制の構築を進めております。

次に、災害時の応援協定につきましては、東日

本大震災時は16件の協定を締結しておりました

が、現在41件の協定を締結しており、156％の増

加と応援支援体制の構築や物資の確保対策を進め

ております。

このような対応から、当初の目標はおおむね達

成したと認識しているものの、自主防災組織の世

帯カバー率がいまだ27％となっており、組織率向

上に向けた取組が必要と感じております。

次に、ご質問の３点目、現状における課題につ

。 、いてお答えいたします むつ市総合経営計画では

震災等への対応については防災対策の充実に位置

づけられており、公助のみでは限界があることか

ら、自助や共助を推進するための市民一人一人の

防災意識の向上及び自主防災組織のような地域ぐ

るみでの防災活動の充実が課題であるとしており

ます。

いずれにいたしましても、防災対策に終わりは

ないものと認識しておりますので、一つ一つ目標

を達成していくことで防災対策の充実を図ってま

いりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

次に、女性の登用についてのご質問の１点目、

女性の職員採用数と男女比率についてお答えいた

。 、します 令和２年４月１日の採用職員15名のうち

女性職員の採用数は７名となっており、女性の比

率は46.7％となっております。また、この比率は

令和元年度35.7％、平成30年度42.1％となってお

ります。

次に、ご質問の２点目、管理職への登用比率に

。 、ついてお答えいたします 令和２年４月１日現在

管理職総人数103名のうち、女性職員の管理職へ

の登用者数は17名となっており、女性の比率は

16.5％となっております。また、この比率は令和

元年度17.8％、平成30年度17.3％となっており、

今年度は若干減少したものの、横ばいで推移して

おります。

次に、ご質問の３点目、国内及び諸外国の女性

の各分野における登用についてお答えいたしま

す。国では、女性の職業生活における活躍を推進

し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的

として、平成27年に女性の職業生活における活躍

。 、の推進に関する法律を制定いたしました これは

事業主に対して、職場の女性の活躍に関する状況

の把握や課題の分析を実施し、これらを踏まえた

行動計画の策定と、公表するよう働きかけたもの

であります。これらの取組により、全国的には就

業者の女性割合は上昇しておりますが、我が国の

管理職に占める女性割合はまだまだ低く、世界の

中でも著しく低い状況となっております。私とし

、 。ては こうした状況は大変残念に思っております

むつ市役所においては、女性だからという理由

で何らかの人事上の不利益を被ることは一切ない

と考えており、結果として採用者の女性の割合、

各職階ごとの女性の割合、管理職の女性の割合に

ついては５年平均で見れば上昇しております。む

つ市としては、今後も性別に関わらない適切な人
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事配置、人材登用に努めてまいりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） ＡＩを活用した結婚

支援についてのご質問にお答えいたします。

まず、ご質問の１点目、婚姻数についてであり

ますが、青森県人口動態統計によりますと、平成

27年は298件、平成28年は260件、平成29年は

252件、平成30年は216件、令和元年は227件とな

っております。

次に、ご質問の２点目、出生数についてであり

、 、ますが 同じく青森県人口動態統計によりますと

平成27年は410人、平成28年は384人、平成29年は

380人、平成30年は349人、令和元年は304人とな

っております。

次に、ご質問の３点目、ＡＩを活用した結婚支

援についてでありますが、政府は地方自治体にお

けるＡＩによるビッグデータを活用した結婚支援

事業に対し支援を行うこととしております。青森

県におきましては、令和４年度以降、ＡＩによる

マッチングシステムの導入を検討していると伺っ

ております。

これまでむつ市では、大間町、東通村、風間浦

村、佐井村と連携し、主に婚活イベントによる結

婚支援を実施しております。今後他の自治体や青

森県の動向及びＡＩシステムの効果について注

視、研究してまいりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 答弁をいただきました。順番

にいきたいと思うのですが、ＡＩの部分、婚姻率

についてなのですけれども、やはり予想どおりと

いいますか、人口も減少しておりますので、減っ

てきていると。

、 、ちなみに私 こういう結婚式の仕事をしたとき

下北全体、むつ全体、下北全体のほうがよろしい

ですか、この倍近く、約600件ぐらいの婚姻数が

あって、約半分ですよね。あのときは平成５年あ

たりですが、時間もたっていますので、あれなの

ですけれども。やはりそれに伴って出生数も下が

。 、 、っていると ただ 今回のＡＩの婚活については

出生数というのはあまり気にしておりません。と

いうのは、結婚したら必ず子供ができるとか、で

きなくてどうのこうのという部分はさておいて、

ただそういう参考の数として申し上げただけです

ので、出生率に関しては少し置かせていただきま

す。

先ほどの答弁の中で、県は令和４年以降にこの

ようなＡＩを活用したビッグデータを持ったもの

をやっていくというお話なのですけれども、もし

それに乗っていくとすれば、どのような形、今の

ところあと１年ちょっとありますので、うちのほ

うも少しそういうのを考えていくのか、それとも

少し様子を見て、必要とあらばやっていくのか、

そこら辺のところを再度お伺いいたします。

〇議長（大瀧次男） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

まずは、下北圏域で行っています婚活イベント

を中心としたものによる結婚支援を実施しており

ますので、この事業をきちんと実施してまいりた

いと思っております。

また、その中でそういう方々からのアンケート

等も実施しながら、ＡＩ等によるそのような支援

等も必要だということがあれば、県の提示される

新たなシステム等も考慮しながら、今後検討して

まいりたいと考えております。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 分かりました。この婚活につ

いては、浅利議員がかなり得意で、いろいろと一

生懸命骨を折っているわけでありまして、自衛隊

さんのやつで、結構前なのですけれども、私も何

百人単位で自衛隊さんのマッチングのお手伝いを
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したことがあるのですが、なかなかはにかむとい

いますか、そういうのは集まりにくいと。やっぱ

りどうしてもそれそれと来ると、何か恥ずかしい

ような感じになります。

私は、ちょっと勝手な話なのですけれども、こ

ういうのというのは、どっちかというと一堂に会

わせるよりも、うまく分割して、それがあまり他

人に知られないような形で最初醸造してあげれば

。 、いいのではないかなと思っております ですから

県のほうとしても、全体の同じ会場、どこかにい

ろんな人に会わせるというよりも、初めはＡＩに

よるマッチングで会う人の数でいったほうが、ど

っちかというと私は効率的にいいのではないか

と。なおかつ私たちの頃は、どっちかというと、

どこかで会ったりとか、職場で出会うという形で

したのですけれども、あるときから、私の知って

いる範囲では、婚活のメールとか、そういうので

出会っている人というのはかなり多い数になって

きまして、一つのそれも出会いの形だなと。

今後やっていく中で、県のやつもある程度示す

のでしょうけれども、なるべく本人たちに負担の

来ないやりやすいような雰囲気、そういうのをつ

。 、 。 、くって 支援ですから あくまでも 本来ならば

あまり出過ぎてもいけないですし、やらせ過ぎて

もいけないと思いますので、そこら辺のところを

準備していけるのがいいのではないかと。

令和４年に合わせてスタートする発想でいくの

か、それとも令和４年に県がやったのを見ながら

進んでいくのか、再度そこら辺のところをお教え

願いたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

令和４年からやるかどうかということのご質問

ですけれども、私どもといたしましては、そもそ

もＡＩを活用した婚活というのが、これ民間で先

行して様々なアプリというかがあるようですの

で、そういったところとどういうふうに差別化し

ていくのか、どういうふうにやっていったらいい

のかということも含めてこれから考えていきたい

ということだと思っています。ですから、県がや

る予定と伺っておりますけれども、そういったと

ころも横目で見ながら、制度について深堀りをし

ていくということだと理解していただきたいと思

います。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） ありがとうございます。

この結婚式とか出会いというのは、かなりあり

がたいお話なのですけれども、ちょっとこういう

言い方をすれば失礼かもしれませんが、あまりそ

ぐわない業者といいますか、はっきり言えば詐欺

的な業者がかなり多くて、大変な部分がございま

す。その点は、もしスタートするとしたら、その

辺の業者を見越してやっていただきたいですし、

県の努めているところですと、信用度のある業者

。 、とタイアップしてやっている部分があると 私は

あくまでも支援、雰囲気やロケーションを役所が

つくってあげて、やるのはそちらに任せたいと、

分担しながらやるのが望ましいと思っております

、 。ので その節はよろしくお願いしたいと思います

２番目の震災対策について。今日の一発、最後

のとどめで言いたいのが、東議員とさっきの市長

のやり取りで一番おいしいところが出てしまった

ものですから、残念なのですけれども、震災の一

番の防衛というのが、まずは自分の命は自分で守

ること、これが一番だと思います。さっき市長が

いみじくもおっしゃいましたけれども、行政がや

れるというのは、やはり限定的なわけですよね。

まずは逃げて命が助かったと、そこから行政が少

ない部分、できない部分を補っていくというのが

原理原則ではないかと思います。命まで助けて迎

えに行けとか、そういうのは現実的にはかなり難

しいのではないかと。
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さっき市長がおっしゃいましたけれども、町内

の、前にも私も何度かお話をさせていただいたこ

とがあるのですけれども、避難できないとか独り

暮らしとか、体が悪い方の名簿はもらいます。で

は、現実的にそういう役職、その立場ある人が迎

えに行けとか何かというのはかなり難しいので

す。ですから、そういう方にもできるように、ふ

だんから訓練云々ができればいいと思いまして、

、 、 、私は思うのですが 昔というか 震災が起きて二

三年したあたりでですか、大畑で場所を決めて避

難訓練をした経緯がございます。何か、それから

あまりやられていないのではないかと思うのです

けれども。その後小規模でも、大規模なやつは、

自衛隊の方が来て炊き出しするのですけれども、

ただの避難訓練的な部分というのは行われている

のか。もし分かればで結構ですが、お教え願いた

いのですけれども。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

避難訓練については行っております。大畑で行

ったのが何年前かということについては、この後

担当部長から答弁をさせますけれども、先ほど佐

賀議員がおっしゃったように、やはり自分の命は

、 、自分で守るということと 繰り返しになりますが

市役所の職員が避難遅れた人を助けにいくという

ことは、ほとんど不可能です。というのも、例え

ばこの前２月に防災図上訓練、自衛隊と一緒にや

りました。あのときに、想定が大畑５メーターの

津波来るということでしたので、まず私たちが何

をしたかといえば、大畑の庁舎の職員を機能ごと

別なところに移すということ、30分で津波が来ま

すから、もうそれぐらいしかできないのです。よ

くよく考えてみていただきたいのですけれども、

むつ市５万6,000人の人口がいて、私たち市役所

。 。は500人しかいません 消防も300人しかいません

そういう中で、これを助けに来いと言われても、

物理的に不可能。やはりそれは日頃からどう逃げ

るのだということをそれぞれに考えていただくこ

とが大事かなというふうに思いますので、まずそ

の基本的な認識をお伝えさせていただきたいと思

います。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） 総合防災訓練、これは各

地区持ち回りということでやっておりますけれど

も、大畑地区におきましては、令和元年度に実施

しております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

（ ） 、 、〇６番 佐賀英生 まず 令和元年ということで

それから長いのか短いのかは別にして、やはりこ

ういうのというのは体で覚えるまで少し頑張れれ

ば本来いいのですけれども、これも現実的にはか

なり大変だと。

あまりいい話ではないのですけれども、２月

13日でしたか、ちょっとした事件があって、うち

が古いものですから、雨漏りして停電になったわ

けです。全部つけるのですけれども、ありがたい

ことに、私の寝ている部屋だけがどうしても電気

が復旧できないと。そうすると、かなり厳しいも

のがありまして、ただ私の場合はありがたいこと

に、キャンプとかそういうのが好きだったもので

すから、部屋にキャンプ用品があって、何とかし

のぐわけなのですが、隣近所を見ても、なかなか

そういうのをしていないと。

現実、理屈ではみんな分かっているわけです。

何かあったときに食料を３日分用意しろだとか、

電気を持てだとか、スリッパを持てだとか、分か

っていても、なかなかあまり現実的にはなってい

ないと。そして、この前の避難のときでも、いつ

ぞやの大雨か何かの避難のときも、避難所を見に

、 、いきますと さっき東議員がおっしゃったとおり

あまり人が来ていないと。来ているのは、独り暮
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らしの人か夫婦の方か、家族にちょっと体の弱い

方がいるですとか、そういう方がまず多うござい

ます。

そこで１つ、そういうところに行きますと、そ

れは大畑小学校だったのですけれども、それから

間もなく対応してもらったのですが、車椅子がな

いということで、ちょっと不自由していた方がい

らっしゃいました。そういうときに、そのセット

とか何かというのはやはり職員の方が来てやるの

か、それとも誰かある程度頼んでいる人がいるの

か、そこら辺のところはいかがでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

体の不自由な方で車椅子等必要なこともあろう

かと思いますが、現段階では庁舎に何台かありま

すので、それを活用するというような格好になる

かと思います。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 分かりました。即時の対応と

いうのはなかなか難しいですし、場所場所に全部

置くというのも、これは現実的ではないので、遅

れても、その段取りができるという体制は何とか

整えていただきたいと思っております。

それと、私何度か言わせてもらった、多分浅利

議員もやったと思うのですが、大きい地震という

のは来ると思うのです、揺り戻しといいますか。

それにもうちょっと危機感を持っていただけない

かなと。私もたまにあるのですけれども、自分だ

けは助かるという、ちょっと安易な発想があるわ

けです。僕なりに何とかなるだろうと。ではなく

て、やはり備えて、それになったときに、とにか

く自分の命は自分で守るのだと、とにかく自分で

逃げるのだと、そこに行くのだと、助かるのだと

いうようなものを何か今後において、訓練という

形ではなくても、そういう場面やそういう機会を

設けていただいて、本当にそういうのがあるとい

うことを認識させていっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

続いて、３番目の女性の登用についてなのです

けれども、まずもって議長に最初お願いをしてお

かなくてはいけないのですけれども、このとおり

ですので、ちょっと過ぎた言葉ですとか、悪気は

なくても、あまり不適切な文言がありましたら、

注意していただくようにお願いいたします。

〇議長（大瀧次男） はい。

〇６番（佐賀英生） まず、女性の職員のことなの

ですが、職員としたほうが分かりやすいと思って

したのですけれども、今女性の登用というのがな

かなか難しくて、難しいというか、思ったように

いかないと。昨日、おとといの新聞のほうでも、

国際女性デー、３月８日ありまして、国会議員に

絞り込んだお話だったのでしょうけれども、

2055年までに35％に女性の立候補率を上げるとな

ったら、66％の女性議員の方が無理だろうと、そ

ういうお話をしておりました。それはそれで結構

、 、なのですけれども 女性の社会進出といいますか

社会進出はある程度なっていると思うので、機会

均等もなっていますので、なかなか現実問題とし

てその場所に行き着けていないと。その点が大変

今のところ問題になったりしていると。一方で、

ちょっと過敏になり過ぎているところもあるので

はないかと思うところもあります。男らしく、女

らしくですとか、ちょっとした文言にいろんなク

レームが来たりですとか、そういうものになりま

すと、ちょっと窮屈な感じも受けております。

先般の放送というか 「プレジデントオンライ、

ン」という中で、女性の登用についてしているの

ですが、今コロナ禍の中で、東京に25歳以下の女

性が行っているかというと、かなりの数が行って

いるそうです。コロナだから地元にいるのかなと

思ったら、例年とそんな遜色なく行っていると。
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住んでいるところは、東京都内というよりも、千

葉県ですとか、神奈川県ですとか、埼玉県のほう

が多いとなっていますが、やはりそれというのは

女性のキャリアアップですとか、ある程度の所得

が得られないから行っているように感じられるわ

けですが。

例えば給与的な部分ですとか、職員に絞ったほ

うが話が分かりやすいと思いますので、それにつ

いて、最終的に市長としてはどこまでいければ女

性の方、ある程度のものが得られて、なおかつそ

の女性の地位ですとか、採用ですとか、数字的に

何％いければよしと思っているのか、現時点での

お考えをお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（大瀧次男） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

何かいろんな議論が混ざっているような気がし

、 、ていて 政治家の割合に女性が少ないという話と

職員、特に管理職に女性が少ないという話は全く

多分違う話で、職員のお話だけさせていただけれ

ば、今現状、採用から昇任、昇格に至るまで、全

く男性か女性かということは考慮していません。

そういう中でいくと、もう採用については年によ

っては46％が女性ということが、これあると。い

や、５割に行っていないのではないかというふう

に思われるかもしれませんけれども、恐らくそも

そも受験した男女比がそれぐらいになっているの

ではないかと私は思っています。ですから、採用

がそういう状況だと。

管理職の割合が、今日17％というふうに申し上

げましたけれども、これでは何かすごく低いので

はないかと思われるかもしれませんが、管理職に

、 、なる年代の男女比率 職員の男女構成というのは

今と違ってほとんど男性のほうが多いような形で

採用していた年代になっているわけです。ですか

ら、市役所の中での女性の比率ということに関し

ては、その当時の採用と連動して割合が高くなっ

てきているというようなことですから、この後、

普通に考えていけば、どんどん、どんどん管理職

の割合も５割に近づいてくるというふうに思いま

すし、今年採用された職員が管理職になるのは

30年後ぐらいになると思います。そのときには４

割、５割というような世界になっているというふ

うに考えてございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 分かりました。今度は一問一

答式でいきたいのですけれども。

それでは、女性職員の退職率といいますか、も

ろもろの事情があろうかと思うのですが、その点

は、数字が分かれば数字でもいいですけれども、

大体この線で何人か、経緯、流れ、そこら辺のと

ころ、もしお分かりであったらお教え願いたいの

ですけれども。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

女性の退職率というのは、ちょっと出しており

、 、ませんけれども 女性職員の退職につきましては

ほとんどが定年退職ということになっておりまし

て、少数ではありますが、中途退職という状況に

なっております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） 分かりました。これは、自然

的なもので。

あと、よく一番問題といいますか、厳しいと言

われている比較的役所というのは取りやすいと思

、 、 。うのですが 育児休暇ですとか あとは退庁時間

例えば子供ができて、仕事に復帰したと。そのと

きに、子供の幼稚園とか児童館とか迎えに行かな

くてはいけない場面があろうかと思うのですが、

そこら辺のところはきっちり守られてというか、

どういう形になっていますでしょうか。

〇議長（大瀧次男） 総務部長。
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〇総務部長（吉田 真） まず１点目は、育児休暇

は取得できているのかというところでございます

が、産前及び産後の休暇は出産前の８週間及び出

産後の８週間にわたり取得することができるとい

うものと、また産後休暇取得後に育児休業も取得

可能でございます。こちらにつきましては、対象

となる全ての女性職員が現在取得しているという

状況になります。

もう一点、育児休暇からの復職後、定時に帰宅

できるかというところでございますが、女性職員

が育児休暇から復職した場合、正規の勤務時間の

始めまたはあるいは終わりに、１日を通じて２時

間以内の休業を取得することができる部分休業と

いうものがございます。定時よりも早く帰宅する

ということでございますが、各職場の配慮もあり

まして、これができるようになっております。

以上でございます。

〇議長（大瀧次男） ６番。

〇６番（佐賀英生） ありがとうございます。福利

厚生は、役所というところは多分いいと思います

ので、かなりいいのですけれども、うちの女房の

勤めているところも福利厚生がたっぷりよくて、

結構休みも取りやすいですし、有休もかっちりや

らせていただきますし、やはりそういうところと

いうのは定着率も高いですし、よろしいかと思う

のです。

なぜ定時に退庁ということを聞いたかといいま

すと、たまたまうちの長男の嫁さんが外国の方な

のですが、いつも言うのですけれども、日本人と

いうのは始まる時間はきっちりしている、ただ終

わる時間がきっちりしていないと。なぜなのです

かと聞かれても、私ちょっとそれ分からないもの

ですから、あれなのですけれども。特にも女性の

方というのは、子供を見なくてはいけないという

のがある。いまだにあまりよろしくないとは思う

のですが、そういう家事なんて全般的に女性の方

がやるものだという風潮がまだまだ根強くあるの

ではないかなと。ちなみに、私は全部自分の御飯

も作りますし、茶わんも洗いますし、掃除もしま

すので。

ついでに、ちょっと自慢なのですけれども、Ｐ

ＴＡ会長やったときは、副会長を１人増やして、

、 、４人体制のときに 必ず女性は２人入れましたし

うちの町内の役員は、６人中４人が女性です。か

なりやり込まれていますけれども。やはりそうい

うのというのは、それはたまたまというか、意識

しているところもあるのですが。そういう形でつ

くっていくことによって、いろんな多様な意見が

ある。特に町内というのは、いろんな生活に関わ

る分が多いものですから、女性の意見というのは

かなり貴重なものですから、そういうふうにして

いきたいと。

今後においても、女性の登用というのは、わざ

とやればちょっと嫌らしくなって、せっかくの能

力ある男性の方が排除されますので、そうでなく

て、いい機会で持っていっていただきたいと。そ

のように思って、男女平等の世界が、世の中がつ

くられるように思って質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。

〇議長（大瀧次男） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（大瀧次男） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

なお、明３月10日は議案質疑、委員会付託、一

部採決、予算審査特別委員会設置及び付託、予算

審査特別委員会委員の選任を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時３８分 散会
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